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聴

広
報

担
当

人口  29,527人（-38）　男  14,292人（-25）　女  15,235人（-13）　 世帯数  13,124世帯（+3）2024.3.1現在 （　）内は前月比

広
報

誌
を

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
や

 
タ

ブ
レ

ッ
ト

で
■

や
ま

な
し

森
の

印
刷

紙
こ

の
印

刷
紙

に
は

、
山

梨
県

有
林

か
ら

の
木

材
が

使
用

さ
れ

て
い

ま
す

。

人口と世帯

選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業98年昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00

P有

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告

　進学や就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、性暴力被害に遭うリスクが高まる時期であることから、
4月を「若年層の性暴力被害予防月間」としています。

（内閣府男女共同参画局）

　令和4年4月1日から、民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなりました。これにより、
18歳になると一人で有効な契約をすることが可能となり、未成年であることを理由とした契約の取り消しができな
くなります。
　こうした中で、性的な行為の撮影をするという認識がないままモデル等の名目で契約し、性的な映像の撮影を強要
される、いわゆるAV出演強要問題など、若年層の性暴力被害の深刻化が懸念され、より注意が必要になっています。

18歳になったら契約は慎重に！

• 性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センター　☎#8891（はやくワンストップ）
• 性犯罪被害者相談　☎♯8103（ハートさん）
• 警察相談専用電話　☎♯9110
• 女性の人権ホットライン（法務局）　☎0570-070-810

ひとりで悩まず相談を

 市民課 市民協働推進担当　☎32-5583

ご存知ですか？
4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です。



本会議初日、所信表明を述べる鈴木市長

甲州市議会3月定例会

市長の所信表明
要約・抜粋

令
和
６
年
度

当
初
予
算
案
を
編
成

　
歳
入
に
お
い
て
は
、コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
脱
却

が
進
み
、観
光
需
要
の
回
復
へ
の
期
待
や
社
会

経
済
活
動
の
正
常
化
な
ど
、
市
税
を
中
心
に

回
復
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
依
然
と
し
て
不

安
定
な
要
素
を
抱
え
て
い
る
状
況
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
歳
出
に
お
い
て
も
、
少
子
化
対
策

や
社
会
保
障
関
連
経
費
、
D
X
の
推
進
に
係

る
経
費
、
イ
ン
フ
ラ
・
施
設
等
の
老
朽
化
対
策

経
費
の
増
加
に
加
え
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
・
物

価
高
騰
な
ど
に
よ
る
経
常
的
経
費
の
増
加
に

よ
り
、引
き
続
き
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら

れ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
市
の
令

和
６
年
度
予
算
編
成
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
の
経
験
を
踏
ま
え
た
社
会
変
革

や
、
複
雑
化
す
る
行
政
課
題
に
対
応
す
る
な

か
で
、
住
民
福
祉
の
増
進
に
努
め
る
た
め
、
国

の「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」に
沿
っ
た
少
子

化
対
策
や
地
域
福
祉
対
策
、
教
育
・
文
化
の
振

興
、
生
活
関
連
社
会
資
本
の
整
備
、
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
た
環
境
対
策

な
ど
の
重
要
な
政
策
課
題
に
対
応
す
る
事
業

を
着
実
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
と
い

た
し
ま
し
た
。

　
令
和
５
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
第

２
次
甲
州
市
総
合
計
画
後
期
５
カ
年
計
画

の
、６
つ
の
施
策
体
系
に
沿
っ
て
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

基
本
目
標
1

創
意
に
満
ち
た
活
力
あ
る

産
業
の
ま
ち
づ
く
り

　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
推
進
事
業
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
。
令
和
４
年
度
か
ら
ア
グ
リ
ト

レ
ー
ニ
ー
制
度
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
在
の
３
名
に
加
え
、
令
和
６
年
度
中
に

数
名
の
隊
員
を
増
員
し
新
た
な
担
い
手
の
確

保
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
今
後
も
本
制
度

の
充
実
、
拡
大
を
進
め
農
業
諸
問
題
の
解
決

に
向
け
取
り
組
み
を
強
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。

第
４
次
観
光
振
興
計
画

策
定
を
進
め
る

　
第
４
次
甲
州
市
観
光
振
興
計
画
策
定
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。
第
３
次
観
光
振
興
計
画

が
最
終
年
度
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
回
復
が

続
く
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
や
観
光
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
、着
地
型
・
通
年
型
・
滞
在
型
観
光
へ
の

移
行
な
ど
を
踏
ま
え
、
本
市
の
さ
ら
な
る
観

光
振
興
を
図
る
計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

ワ
イ
ン
振
興
事
業

生
産
農
家
へ
補
助
の
拡
充

　
ワ
イ
ン
振
興
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

甲
州
市
原
産
地
呼
称
ワ
イ
ン
認
証
制
度
の
普

及
と
確
立
、ワ
イ
ン
振
興
計
画
に
基
づ
く
施
策

祉
の
両
機
能
の
連
携
を
深
め
、
子
ど
も
や
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
包
括
的
な
支
援
体
制
を

強
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。

甲
州
市
鈴
宮
寮

譲
渡
に
向
け
準
備

　
福
祉
施
設
の
譲
渡
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ

ザ
リ
ー
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。「
甲
州

市
鈴
宮
寮
」は
令
和
７
年
度
末
の
指
定
管
理

期
間
の
終
了
に
伴
い
民
間
譲
渡
す
る
計
画
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、譲
渡
要
件
を
決
定
す

る
た
め
の
各
種
調
査
や
施
設
の
評
価
等
、
譲

渡
に
向
け
て
の
必
要
な
作
業
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

自
分
ら
し
く
暮
ら
す
地
域
づ
く
り

第
９
期
介
護
保
険
事
業
が
ス
タ
ー
ト

　
介
護
保
険
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
第
９

期
介
護
保
険
事
業
計
画
が
４
月
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。
さ
ら
な
る
高
齢
化
の
進
展
が
見

込
ま
れ
る
中
、
介
護
予
防
や
認
知
症
対
策
、
在

宅
医
療
と
介
護
の
連
携
も
強
化
す
る
こ
と
で
、

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
自
分
ら
し
く

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
づ
く
り
に
引
き

続
き
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

使
用
済
み
お
む
つ
の
回
収
事
業

認
定
こ
ど
も
園
で
も
実
施

　
市
内
保
育
所
等
使
用
済
み
お
む
つ
回
収
事

業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
公
立
保
育
所
に

お
い
て
、令
和
５
年
度
か
ら
使
用
済
み
お
む
つ

廃
棄
事
業
を
開
始
し
、
保
護
者
の
皆
さ
ま
か

ら
負
担
の
軽
減
に
繋
が
っ
て
良
か
っ
た
と
い

う
ご
意
見
を
多
数
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
か

ら
、
令
和
６
年
度
か
ら
は
私
立
認
定
こ
ど
も

園
に
対
し
て
も
、同
事
業
を
開
始
す
る
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
保
育
環
境
の
改
善
や
保
護
者
の

経
済
的
負
担
軽
減
に
向
け
、
施
策
の
充
実
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

持
続
可
能
な
救
急
医
療
体
制
の
構
築

救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
周
知

　
初
期
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。
持
続
可
能
な
救
急
医
療
体
制
の

構
築
に
向
け
て
、
県
と
全
市
町
村
が
協
力
し
、

夜
間
に
軽
症
患
者
を
診
療
す
る
た
め
の「
初

期
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」が
、５
月
中
旬
か
ら

山
梨
大
学
医
学
部
附
属
病
院
に
新
た
に
設
置

さ
れ
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
が
安
心
し
て
利

用
で
き
ま
す
よ
う
、周
知
を
図
っ
て
ま
い
り
ま

す
。

を
推
進
し
甲
州
ワ
イ
ン
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
令
和
６
年
度
は
ワ
イ

ナ
リ
ー
、
J
A
と
原
料
ブ
ド
ウ
栽
培
の
契
約

を
結
ん
で
い
る
生
産
農
家
へ
の
補
助
の
拡
充

を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘

食
部
門
の
強
化

　
市
営
勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘
に
つ
い
て
で
あ
り

ま
す
。
昨
年
５
月
の
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
へ
の

移
行
を
受
け
、
観
光
バ
ス
誘
客
強
化
事
業
、
駅

ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
強
化
事
業
等
に
着
手
し
増

客
増
収
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
令
和
６
年
度
は
引
き
続
き
観
光
バ
ス
誘
客

強
化
と
、ワ
イ
ン
消
費
拡
大
に
つ
な
が
る
よ
う

食
部
門
の
さ
ら
な
る
強
化
を
図
り
な
が
ら
、

多
く
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
け
る
よ
う

取
り
組
む
と
と
も
に
、
施
設
全
体
の
L
E
D

化
に
着
手
し
、
C
O
2
お
よ
び
営
業
経
費
削

減
に
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

基
本
目
標
2

健
や
か
に
心
ふ
れ
あ
う

健
康
・
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

　「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」の
設
置
に
つ
い

て
で
あ
り
ま
す
。
妊
娠
届
か
ら
の
妊
産
婦
支

援
、
子
育
て
や
子
ど
も
に
関
す
る
相
談
・
支
援

を
一
体
的
に
実
施
す
る「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー
」を
４
月
に
設
置
し
、母
子
保
健
・
児
童
福

　令和6年甲州市議会3月定例会は、2月21日に開会されました。
　本会議初日の所信表明で、鈴木市長が述べた新年度の主要事業
などをお伝えします。

地域おこし協力隊活動の様子認定こども園でも実施される使用済みおむつの回収事業

3 2令和 6 年 4 月広報こうしゅう



市
特
産
物

　夜
間
巡
回
警
備
を
委
託

　
果
樹
盗
難
対
策
夜
間
巡
回
警
備
委
託
事
業

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
本
市
の
果
樹
産
業

の
主
力
と
な
る
モ
モ
、ス
モ
モ
、ブ
ド
ウ
の
収

穫
期
に
お
い
て
夜
間
巡
回
警
備
を
委
託
し
、

特
産
物
を
安
全
か
つ
安
心
に
生
産
で
き
る
環

境
の
整
備
に
向
け
防
犯
対
策
を
図
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

地
域
防
災
力
の
さ
ら
な
る
強
化

　
防
災
・
減
災
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
3

月
５
日
の
大
雪
に
よ
り
、
昼
過
ぎ
に
か
け
中

央
自
動
車
道
、国
道
20
号
、国
道
4
1
1
号
が

相
次
い
で
通
行
止
め
と
な
り
、
J
R
中
央
線

も
運
転
見
合
わ
せ
に
な
る
な
ど
、
全
県
的
に

大
き
な
影
響
が
出
ま
し
た
。
　

　
ま
た
、
夕
刻
に
は
本
市
を
対
象
に
大
雪
警

報
が
発
令
さ
れ
た
た
め
直
ち
に
防
災
計
画
に

沿
い
第
１
配
備
体
制
を
整
え
警
戒
に
当
た
る

と
と
も
に
、
J
R
中
央
線
の
運
転
見
合
わ
せ

に
よ
り
帰
宅
困
難
者
等
に
向
け
、
市
役
所
ロ

ビ
ー
を
臨
時
避
難
所
と
し
て
開
放
す
る
な
ど

の
対
応
を
と
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
引

き
続
き
、
防
災
対
策
に
は
万
全
を
期
す
と
と

も
に
、
市
防
災
危
機
管
理
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や

「
甲
州
市
防
災
士
連
絡
会
」の
会
員
等
と
連
携

し
、
地
域
防
災
力
の
さ
ら
な
る
強
化
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

基
本
目
標
4

自
然
と
共
生
す
る

環
境
保
全
の
ま
ち
づ
く
り

　
環
境
保
全
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
で
あ
り

ま
す
。
地
球
温
暖
化
を
は
じ
め
、
地
球
規
模

で
の
環
境
問
題
を
背
景
に
持
続
可
能
な
循
環

型
社
会
の
形
成
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
第
２
次
甲
州
市
環
境
基
本
計
画
を
策

定
中
で
あ
り
、策
定
後
に
は
、ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

シ
テ
ィ
推
進
事
業
を
含
め
、
さ
ら
に
環
境
保

全
の
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
次
に
、
猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
補
助
事
業
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
飼
育
限
度
を
超
え
た

繁
殖
を
防
止
し
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
動
物
愛

護
と
適
正
管
理
に
関
す
る
意
識
を
啓
発
す
る

と
と
も
に
、円
滑
な
共
生
と
生
活
環
境
の
保
全

を
図
る
た
め
、
猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
経
費
の

一
部
助
成
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

簡
易
水
道
施
設
を
順
次
改
修

　
簡
易
水
道
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
。
安
全
で
安
心
な
水
の
安
定
供
給
の

た
め
、
老
朽
施
設
の
布
設
替
え
や
改
修
お
よ

び
未
普
及
地
域
の
解
消
に
努
め
て
き
て
お
り

ま
す
。
来
年
度
も
、
引
き
続
き
上
下
小
田
原

配
水
管
敷
設
工
事
、
菱
山
浄
水
場
設
備
設
置

工
事
等
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

基
本
目
標
3

快
適
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

　
都
市
計
画
道
路
の
街
路
整
備
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。
塩
山
駅
南
側
地
域
の
都
市
計
画

道
路
の
早
期
事
業
化
の
た
め
、
令
和
６
年
度

に
は
県
と
本
市
の
都
市
計
画
の
変
更
手
続
き

を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、事
業
化
に
必

要
と
な
る
立
地
適
正
化
計
画
の
策
定
に
む
け

て
も
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
次
に
、
勝
沼
町
菱
山
地
内
に
お
け
る
民
間

ホ
テ
ル
建
設
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
市
内

に
不
足
し
て
い
る
宿
泊
施
設
解
消
の
た
め
、

ホ
テ
ル
の
建
設
に
つ
い
て
は
大
変
喜
ば
し
い

こ
と
で
あ
り
、
早
期
の
完
成
を
望
む
も
の
で

あ
り
ま
す
。
な
お
、
能
登
半
島
地
震
で
の
甚

大
な
被
害
に
よ
り
復
興
支
援
を
優
先
す
る
と

の
報
告
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

環
境
セ
ン
タ
ー
跡
地

広
場
の
整
備
へ

　
環
境
セ
ン
タ
ー
跡
地
広
場
改
修
事
業
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。
環
境
セ
ン
タ
ー
跡
地
を

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
等
軽
ス
ポ
ー
ツ
が
で
き

る
広
場
と
し
て
の
整
備
や
健
康
づ
く
り
を
通

じ
た
憩
い
の
場
と
し
て
活
用
す
る
と
と
も

に
、
災
害
時
に
は
一
時
避
難
場
所
と
し
て
も

活
用
で
き
る
よ
う
改
修
し
て
ま
い
り
ま
す
。

事
業
を
実
施
し
、
さ
ら
な
る
交
流
を
深
め
て

ま
い
り
ま
す
。

D
X
の
推
進

「
書
か
な
い
窓
口
」運
用
開
始

　
D
X
の
推
進
と
情
報
シ
ス
テ
ム
標
準
化

に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
。
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
国
が
示

し
た「
自
治
体
D
X
推
進
計
画
」に
基
づ
き
、

デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
対
策
や
、「
書
か
な
い
窓

口
」の
導
入
な
ど
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
は
、
業
務
の
効
率
化
や
省
力
化

を
図
る
た
め
、
統
合
内
部
情
報
シ
ス
テ
ム
の

導
入
に
向
け
、準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
７
年
度
末
ま
で
に
原
則
全
て

の
自
治
体
に
お
い
て
活
用
が
予
定
さ
れ
て
お

り
ま
す
、
統
一
的
な
基
準
に
適
合
し
た
情
報

シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
向
け
て
の
準
備
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。

関
係
人
口
の
獲
得
へ

観
光
施
策
や
移
住
支
援
の
推
進

　
市
町
村
共
同
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。
人
口
減
少
が
続
く
な
か
に
あ
っ

て
、
観
光
施
策
や
移
住
支
援
な
ど
の
さ
ら
な

る
推
進
の
た
め
、
地
域
活
性
化
施
策
に「
関

係
人
口
の
獲
得
」の
考
え
を
組
み
入
れ
、
本
市

フ
ァ
ン
と
の
絆
を
強
固
に
し
て
い
く
手
法
の

構
築
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ヴ
ェ
ス
タ
甲
州

39
事
業
を
実
施
予
定

　
ヴ
ェ
ス
タ
甲
州
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
。
豊
か
な
自
然
や
、
貴
重
な
地
域
資
源
を

有
し
て
い
る
本
市
に
お
い
て
、
果
樹
を
最
大

限
に
活
用
し
な
が
ら
、
食
べ
る
・
喜
ぶ
・
泊
ま

る
・
参
加
す
る
・
体
験
す
る
・
感
動
す
る
の
、六

感
を
感
じ
て
い
た
だ
き
、
人
が
集
う
場
所
を

作
り
、
地
域
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
く
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
も
、
桜
フ
ェ
ス
タ
開
催
事
業

や
稲
作
体
験
事
業
等
39
事
業
を
実
施
し
て
ま

い
り
ま
す
。

年
々
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
勝
沼
小
学
校

内
に
新
た
に
通
級
教
室
を
整
備
し
、
教
育
環

境
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

旧
玉
宮
支
所

利
用
者
の
利
便
性
向
上
を
図
る

　
玉
宮
公
民
館
改
修
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り

ま
す
。
昨
年
８
月
に
、J
A
フ
ル
ー
ツ
山
梨
よ

り
旧
玉
宮
支
所
の
敷
地
の
一
部
お
よ
び
建
物

の
寄
付
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
支
所
が
あ
っ

た
１
階
の
改
修
を
行
い
、公
民
館
利
用
者
の
安

全
と
利
便
性
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
次
に
、
中
学
校
運
動
部
活
動
地
域
移
行
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
休
日
の
運
動
部
活
動

の
段
階
的
な
整
備
に
向
け
、
令
和
５
年
度
第

３
回
目
の
地
域
移
行
推
進
委
員
会
を
２
月
26

日
に
開
催
し
ま
し
た
。
今
後
の
方
針
に
つ
き

ま
し
て
、
委
員
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
伺
う

中
で
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

基
本
目
標
6

と
も
に
つ
く
る

参
画
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

　
国
際
交
流
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

令
和
５
年
度
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
エ
イ
ム
ズ

市
と
相
互
交
流
の
再
開
に
よ
り
、
一
層
の
友

好
交
流
を
約
束
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

令
和
６
年
度
は
、
市
内
中
学
生
の
派
遣
事
業

お
よ
び
エ
イ
ム
ズ
市
民
訪
問
団
の
受
け
入
れ

基
本
目
標
5

心
豊
か
な
人
を
育
む

教
育
・
文
化
の
ま
ち
づ
く
り

　
塩
山
中
学
校
お
よ
び
塩
山
北
中
学
校
の
統

合
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
５
月
に
塩

山
中
学
校
お
よ
び
塩
山
北
中
学
校
統
合
準
備

委
員
会
を
設
立
し
、
こ
れ
ま
で
７
回
の
協
議

を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。
令
和
７
年
４
月

の
統
合
に
向
け
て
、
塩
山
中
学
校
で
は
、
万
全

な
体
制
で
受
け
入
れ
が
で
き
る
よ
う
、ま
た
塩

山
北
中
学
校
で
は
、最
後
の
１
年
間
と
な
る
学

校
生
活
が
充
実
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、塩
山
北
中
学
校
学

区
生
徒
の
塩
山
中
学
校
へ
の
通
学
手
段
と
し

て
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
購

入
費
用
を
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

教
育
環
境
の
充
実
に
向
け

通
級
教
室
を
開
設

　
中
学
校
大
規
模
改
造
事
業
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
。
令
和
６
年
度
は
、
塩
山
中
学
校
第

２
期
工
事
を
実
施
し
、
北
館
を
改
修
し
て
ま

い
り
ま
す
。
生
徒
た
ち
が
よ
り
良
い
環
境
で

学
習
や
生
活
が
で
き
る
よ
う
安
全
・
安
心
な

施
設
整
備
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
次
に
、
勝
沼
小
学
校
通
級
教
室
開
設
事
業

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
普
通
学
級
に
在

籍
し
な
が
ら
、
特
別
な
支
援
が
必
要
な
児
童

に
対
し
、
学
習
上
ま
た
は
生
活
上
の
改
善
等

の
指
導
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
対
象
児
童
が

ヴェスタ甲州　令和6年度は39事業を実施予定

憩いの場として整備予定の環境センター跡地手続きの負担軽減等を目的に「書かない窓口」運用開始
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会計名 予算額
国民健康保険事業 42億6,746万1千円
診療所事業 6,211万5千円
後期高齢者医療 6億8,216万8千円
介護保険事業 38億2,605万5千円
居宅介護予防支援事業 158万円
大藤財産区 436万円
神金財産区 617万6千円
萩原山財産区 1,186万1千円
竹森入財産区 84万9千円
岩崎山保護財産区管理会 54万3千円

合　計 88億6,316万8千円

人件費
29億8,222万4千円

扶助費
29億8,083万7千円

普通建設（補助）
3億3,898万円

普通建設（単独）
6億3,194万1千円

県営事業負担金
286万3千円

公債費
21億6,874万6千円

出資金・貸付金
1億2,000万円

積立金
10億2,849万9千円

繰出金
11億556万2千円

予備費
3,500万円

維持補修費
6,732万5千円

物件費
32億4,842万7千円

補助費等
42億2,759万6千円

令和6年度は骨格予算を編成

　令
和
6
年
甲
州
市
議
会
3
月
定
例

会
に
お
い
て
、一
般
会
計
と
特
別
会
計

の
当
初
予
算
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　令
和
6
年
度
当
初
予
算
は
、予
算
編

成
時
期
に
市
長
選
挙
が
行
わ
れ
る
予

定
で
あ
っ
た
た
め
、
義
務
的
経
費（
人

件
費
、
扶
助
費
、
公
債
費
）や
一
般
事

務・施
設
管
理
な
ど
の
経
常
的
経
費
の

ほ
か
、年
度
当
初
か
ら
予
算
化
が
必
要

と
な
る
事
業
、継
続
的
に
進
め
て
い
る

施
設
整
備
事
業
、行
政
課
題
の
解
決
に

向
け
た
事
業
な
ど
、切
れ
目
の
な
い
対

応
を
行
う
た
め
の
経
費
を
計
上
し
た

「
骨
格
予
算
」と
し
て
編
成
し
ま
し
た
。

ま
た
、新
た
な
政
策
的
経
費
等
に
つ
い

て
は
、今
後
の
補
正
予
算
、い
わ
ゆ
る

「
肉
付
け
予
算
」の
中
で
編
成
し
、こ
の

肉
付
け
予
算
を
合
わ
せ
て
通
年
予
算

と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

市民1人あたりの税負担と歳出予算
人口／29,595人（住民基本台帳調べ 令和6年1月1日現在）

市民1人あたりの税負担 14万2,600円
市民1人あたりの歳出予算 63万9,900円

（100円未満四捨五入）

消
費
的
経
費

その他

投資的経費

令和6年度

当初予算

総務費
51億495万7千円

民生費
51億118万1千円公債費

21億6,874万6千円

土木費
13億3,759万円

教育費
18億1,286万6千円

消防費 7億42万5千円
農林水産業費 5億3,922万9千円

衛生費
15億5,554万3千円

商工費 3億8,458万2千円 議会費 1億7,955万4千円
労働費 1,832万7千円
予備費 3,500万円

歳 出

地方交付税
55億6,818万8千円

市税
42億1,986万3千円

国庫支出金
17億9,051万3千円

繰入金
17億6,424万3千円

県支出金
11億4,485万円

寄附金
20億10万円

市債
7億5,140万円

使用料及び手数料
1億7,408万8千円

その他
15億2,475万5千円

歳 入

項　目 内　容 金　額
総務費 課税徴収・住民窓口・庁舎管理などのために 17万2,494円
民生費 高齢者・子育て支援・障害者などのために 17万2,366円
公債費 各種事業を実施した際の借入金の返済のために 7万3,281円
教育費 義務教育・生涯学習・文化財保護・体育振興などのために 6万1,256円
衛生費 健康診断・予防接種・環境衛生・ゴミ処理などのために 5万2,561円
土木費 道路や橋の整備・河川の改修・市営住宅などのために 4万5,196円
消防費 防災・消防団・常備消防のために 2万3,667円

農林水産業費 農林業の振興のために 1万8,220円
商工費 商工業や観光の振興などのために 1万2,995円
議会費 市議会の運営のために 6,067円
労働費 勤労者福祉・高齢者の就労促進などのために 619円
予備費 1,183円

市民1人あたりの
目的別経費の内訳

特別会計 性質別構成

内　容 予算項目 金　額
わたしの年収 市税などの自主財源 500万円
親からの支援 国・県からの支出金 549万円
ローンの借入 市　　債 43万円

収　入

内　容 予算項目 金　額
食費 人件費 172万円

家族の医療費など 扶助費 172万円
子どもたちへの仕送り 繰出金 64万円

自宅の増改築や車の修理費など 投資的経費、維持補修費 60万円
自治会やサークル活動の会費など 補助費、貸付金 251万円

光熱費、通信費など 物件費 187万円
ローンの返済 公債費 125万円

その他 積立金、予備費 61万円

支　出

　市の予算と家庭の家計では仕組みが違いますが、わ
かりやすく例えるために、令和6年度一般会計の予算
を年収500万円とした場合の家計簿に置き換えてみ
ました。

こうしゅう家の家計簿

創意に満ちた活力ある産業のまちづくり 
○地域おこし協力隊推進事業 5,078万1千円
○就農定着支援制度推進事業 1,443万円
○総合観光パンフレット作成事業 627万円
健やかに心ふれあう健康・福祉のまちづくり 
○子ども医療費助成事業 1億3,200万円
○市内保育所等使用済みおむつ回収事業 466万6千円
○初期救急医療運営事業 1,043万2千円
○軽・中等度難聴者補聴器購入費補助事業 180万円
快適で安心して暮らせるまちづくり 
○道路・水路維持事業 2億8,246万1千円
○環境センター跡地広場改修事業 950万円
○果樹盗難対策夜間巡回警備委託事業 297万円

自然と共生する環境保全のまちづくり 
○ごみ減量及び再生利用推進事業 8,643万6千円
○ゼロカーボンシティ推進事業 536万円
○猫の不妊・去勢手術補助事業 385万円
心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり 
○中学校大規模改造事業 2億6,304万3千円
○塩山中学校スクールバス整備事業 5,467万3千円
○勝沼小学校通級教室開設事業 3,450万4千円
○玉宮公民館改修事業 133万1千円
ともにつくる参画と協働のまちづくり 
○国際交流事業 1,020万9千円
○自治体ＤＸ推進事業 680万7千円
○移住・定住支援事業 1,569万9千円
○市町村共同調査研究事業 814万8千円
※ヴェスタ甲州事業 1億4,618万円

令和6年度甲州市の主な事業

189億3,800万円一般会計 予算額
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妊娠期から子育て期まで
切れ目のない支援を

甲州市こども家庭センター　平日午前8時30分～午後5時15分

〈主な事業内容の□に関すること〉
健康増進課 健康づくり担当　☎32-7812　 kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp

〈主な事業内容の■に関すること〉
子育て支援課 子ども家庭相談支援担当　☎32-2203　 kosodateshien@city.koshu.lg.jp

□妊娠届・母子健康手帳交付
妊娠届出書を提出していただくことにより、母子健康手帳をお渡しします。

□妊婦訪問
安心して妊娠期を過ごし、出産・子育てに向けた準備ができるよう、助産師（保健師）が訪問します。

□パパママクラス
同じ地域の方と一緒に妊娠・出産について学び、ご夫婦で新しい家族を迎える準備のための講座です。

□ママのあんしんテレフォン
妊娠・出産・子育てにまつわる不安や悩みに対して、市で委嘱している助産師が随時相談に乗ります。

□産婦・新生児訪問／２～３ヵ月児訪問
お母さんとお子さんが健やかに生活できるように、産婦さんと赤ちゃんへ助産師や保健師が家庭訪問をし
ています。

□産前・産後ママのほっとスペース
妊婦さんや産後のママが赤ちゃんと一緒に気軽に立ち寄れて、ほっと一息つけるような場所です。助産師
や保健師の専門相談も受けられます。

□すくすく学級（離乳食・こころ）
「離乳食」では、離乳食の基本やお子さんの発達に合わせた進め方、簡単な調理方法などが学べます。
「こころ」では、乳児期の「こころ」の成長と、親の関わり方について学べる講座です。

□すこやか親子相談
母子健康コーディネーター（保健師または助産師）が、妊娠中から子育てに関する情報提供や相談をお受け
します。

□妊娠・出産に関する悩みごとの相談
妊娠・出産に関する困りごとや悩みごとは、人それぞれです。どんな些細なことでも、一人で抱え込まずに
相談してください。秘密は厳守されます。

■子育て短期支援事業
児童福祉施設などで、一時的にさまざまな理由によりご家庭での養育が困難となった子どもをお預かりし
ます。また、親子での入所も相談できます。

■子育て世帯訪問支援事業
家事・子育て等で不安や負担を抱える家庭や妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問して支援します。

■養育支援訪問事業
保健師・助産師等の専門職が家庭を訪問し、養育に関する相談をお受けします。

■ヤングケアラーに関する相談支援
家庭の世話や家事をしている子どもに関する相談をお受けします。

■児童虐待に関する相談
児童虐待に関する通告や相談をお受けします。

※その他の支援については、相談内容に応じて情報提供や手続きのご案内、適切なサービス・支援機関などへつなぎます。

主な事業

〜甲州市こども家庭センターのご案内〜

　4月から児童福祉（子育て支援課）と母子保健（健康増進課）それぞれの機能を連携強化
し、妊娠期からすべての妊産婦と子ども、保護者を包括的に支援するこども家庭センターを
設置しました。
　こども家庭センターでは、妊娠や出産、子ども・子育て全般に関する相談や、虐待、貧困、ヤ
ングケアラーなどの問題を抱えた子どもに関する相談をお受けします。また、こども家庭
センターが中核となり、地域のさまざまな施設や機関が連携・協力して力を寄せ合い、妊娠
期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行います。

市役所、保健所、医療機関、保育所、認定こども園、幼稚園、小中学校、高等学校、
特別支援学校、教育委員会、民生委員、児童委員、児童センター、児童クラブ、
地域子育て支援拠点、警察

児童相談所甲州市こども家庭センター

連携

協働
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○免除・納付猶予制度のメリット
・病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができます。
・年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に算入されます。

○保険料が未納で、もし手続きを何もしなかったら…
・未納のまま放置すると、病気やけがで障害が残ったときの年金が受け取れなくなる可

能性があります。
・老後に受け取る年金額も少なくなります。

○手続きについて
・詳しい手続きや相談などは市民課 国保・年金担当、または甲府年金事務所で行ってい

ます。

※保険料を10年以内に納付（追納）すると年金額に反映されます。

○「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

納付 全額免除 一部免除 納付猶予 
学生納付特例 未納

老齢・障害・遺族基礎年金の
受給資格期間への算入 〇 〇 〇 〇

老齢基礎年金額への反映 〇 △※

（一部反映）
△※

（一部反映）
※

　所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請
によって、保険料の納付が免除される制度があります。また、所得の少ない学生の方で保険
料を納めることが困難な場合は、国民年金保険料の納付を先送り（猶予）できる制度「学生納
付特例制度」が利用できます。
　保険料を納められないときはそのままにせず、免除・納付猶予を申請しましょう。

〈保険料の「免除制度」があります〉

●免除（全額免除・一部免除）申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場
合に、保険料が全額免除または一部免除となります。

●納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予さ
れます。

●学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

　国内に住所がある方が20歳になると、厚生年金以外の方は国民年金へ加入となります。
　令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は、月額16,980円です。保険料
は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることがで
きます。また、クレジットカードによる納付やインターネット・スマホ等を利用しての納
付、そして便利でお得な口座振替もあります。

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

 市民課 国保・年金担当　☎32-2111（内線1022・1023）
 甲府年金事務所　☎055-252-1441（代）

　4月は就職や退職、扶養の認定や解除等、国民健康保険の加入や脱退等の手続きが必
要になる時期です。国民健康保険の加入・脱退手続きは、会社では行いませんので、必ず
届出をしてください。届出義務者は世帯主ですが、同一世帯の方であれば委任状を省略
して代理の届出が可能です。

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
手
続
き
は
市
役
所
へ
の
届
出
が
必
要
で
す

　退職や被扶養者認定の解除など、社会保険を脱退後、他の健康保険に加入しないとき
は、窓口で国民健康保険加入の届出が必要です。

届出に必要なもの　社会保険資格喪失日が確認できる書類（社会保険資格喪失証明書や
退職証明証等）、届出人の身分証明書（運転免許証やマイナンバーカード等）、世帯主と手
続き対象者のマイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカードや通知カード等）
※あわせて国民年金加入の手続きが必要になる場合があります。

社会保険を脱退したとき

　甲州市の国民健康保険証をお持ちの方が、大学などに就学するため市外の市区町村に
転出する場合、届出により引き続き甲州市の国民健康保険証を使用できます。
届出に必要なもの　在学証明書（令和6年4月1日以降に発布したもの）、届出人の身分証
明書、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカードや
通知カード等）

就学のため転出するとき

 市民課 国保･年金担当
☎32-2111（内線1021〜1023）

　国民健康保険に加入中の方で、就職や被扶養者に認定されたなど、新たに社会保険に
加入された方は、窓口で国民健康保険脱退の届出が必要です。
届出に必要なもの　社会保険証（被扶養者分もすべて）、国民健康保険証、届出人の身分
証明書（運転免許証やマイナンバーカード等）、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが
確認できるもの（マイナンバーカードや通知カード等）

社会保険に加入したとき

　国民健康保険脱退の届出をしないと、引き続き国民健康保険の加入者として扱われ
るため、社会保険等と国民健康保険に二重加入の状態になり、国保税も課税され続けて
しまいます。
　また、他の保険資格を有する期間に国民健康保険証を使用して受診した場合、保険者
負担分金額（医療費の7割または8割）を甲州市へ返還し、その後加入している保険者に
保険者負担分を請求する「医療費返還手続き」が生じる場合があります。医療費返還手
続きを発生させないためにも、社会保険加入後は、すみやかに国民健康保険脱退の届出
を行ってください。
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いきいきライフ通信

甲州市人間ドック費用助成の
受付が始まります
甲州市人間ドック費用助成の
受付が始まります

 健康増進課 保健事業担当　☎34-5436

甲州市国保人間ドック

令和6年1月の医療費
国保連診療報酬請求額基準

	 2億6,647万円（前年同月比	△307万円）
	 3万3,824円（前年同月比	+711円）

医療費全体
1人当たり医療費

 健康増進課 健康企画・地域医療担当　☎32-5014

　がん検診の受診を促進し早期発見・治療を進めるため、社会保険（甲州市国民健康保険以外の医療保険）加入の
被扶養者41歳〜74歳の方に人間ドックでのがん検診の費用助成を行います。
◇対象者
•甲州市に住所を有する社会保険加入の被扶養者で、令和7年4月1日時点で41歳〜 74歳の方
　（昭和25年4月2日〜昭和59年4月1日生まれの方）
※社会保険加入者本人は対象になりません。

※職場や加入している医療保険で人間ドックの助成制度がある場合はそちらを優先してください。
◇助成金　1人につき11,000円
•ご加入の医療保険によって、さらに特定健診の助成がある場合があります。詳細は各医療保険者（健康保険
証の発行元、もしくはご加入者のお勤め先）にご確認ください。

◇定　員　80名（先着順）
◇申　込
•受付期間	 4月9日（火）〜令和7年2月14日（金）まで※定員になり次第終了
•受付場所	 健康増進課窓口または市ホームページからお申し込みください。
	 ※電話での申し込みはできません。
•持ち物	 健康保険証

◇受診方法、その他　上段の甲州市国保人間ドックと同様です。

甲州市社保被扶養者人間ドック

詳細はこちら

　甲州市国民健康保険では、生活習慣病の予防・早期発見・治療により、国保被保険者の皆さんの健康維持・増進を
図るために、人間ドック費用の助成を行います。
◇対象者（次のすべてに該当する方）
①甲州市国民健康保険被保険者で令和7年4月1日時点で41歳〜 74歳の方
　（昭和25年4月2日〜昭和59年4月1日生まれの方）
②国民健康保険税を滞納していない世帯の方
③同じ年度内に特定健診および市で実施するがん検診（子宮頸がん・乳がん検診を除く）を受診されていない方

◇助成金	 1人につき17,000円
	 実際にかかった費用から助成金を差し引いた金額が自己負担金となります。
◇定　員	 1,300名（先着順）
◇申　 込
•受付期間	 4月9日（火）〜令和7年2月14日（金）※定員になり次第終了
•受付場所	 健康増進課・勝沼支所・大和支所または市ホームページからお申し込みください。
	 ※電話での申し込みはできません。

•持ち物	 国民健康保険被保険者証（保険証）
◇受診方法
•実施医療機関　塩山市民病院、山梨厚生病院、加納岩総合病院、
　　　　　　　　山梨厚生連健康管理センター、石和温泉病院クアハウス石和、山梨病院
•検査内容　1日人間ドック
•受診期間　令和7年2月28日（金）まで

◇その他
•人間ドック申込者は、市総合健診、国保個別医療機関健診、がん個別（医療機関）検診を受けることはできませ
ん。なお、市総合健診で乳がん検診、骨粗鬆症検診のみ受診は可能です。

詳細はこちら

乳がん検診／子宮がん検診／歯周疾患検診／
後期高齢者歯科口腔健診のお知らせ

①乳がん検診　	
対 象	 甲州市に住所を有する41歳以上の女性で昨年度市の乳がん検診を未受診の方
実施医療機関	 塩山市民病院、山梨厚生病院、加納岩総合病院、山梨県厚生連健康管理センター、
	 石和温泉病院クアハウス石和、おおくにクリニック
内　　　　容	 問診、マンモグラフィ検査（医師等の判断により超音波検査への変更は可能です）
自 己 負 担 金	 900円

②子宮がん検診　	 	
対　　　　象	 甲州市に住所を有する21歳以上の女性で昨年度市の子宮がん検診を未受診の方
実施医療機関	 山梨県産婦人科医会加入の指定医療機関
	 （近隣医療機関では、塩山市民病院、山梨厚生病院、加納岩総合病院、
	 山梨市立産婦人科医院など）
内　　　　容	 問診、子宮頚部細胞診（子宮体部がん検診は、助成対象外となります）
自 己 負 担 金	 1,200円

③歯周疾患検診　	 	
対　　　　象	 甲州市に住所を有する20歳から75歳の方
実施医療機関	 山梨県歯科医師会加入の医療機関
	 （近隣の医療機関では、甲州市内、山梨市内の歯科医院はすべて実施）
内　　　　容	 問診、現存歯と消失歯の検査、歯肉の状態検査など
自 己 負 担 金	 1,000円

④後期高齢者歯科口腔健診　	 	
対　　　　象	 甲州市に住所を有する76歳以上の方
実施医療機関	 甲州市、山梨市、笛吹市の山梨県歯科医師会加入の医療機関で受診可能ですが、
	 一部の医療機関で実施できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
内　　　　容	 問診、現存歯と消失歯の検査、歯肉の状態検査、かむ機能や飲み込む機能、
	 口唇・舌機能の状態検査など
自 己 負 担 金	 無　料

 健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎32-5014

検診実施期間
①乳がん検診　　②子宮がん検診　　　　　　　4月1日～令和7年2月28日
③歯周疾患検診　④後期高齢者歯科口腔健診　　4月1日～令和7年3月31日
申込方法	 ・5月に全世帯に送付される健康診断希望調査に回答する
	 ・健康増進課または勝沼支所・大和支所窓口で申し込む
受診方法　市で発行する受診票を持って、実施医療機関で受診してください。
その他
・対象年齢は令和7年4月1日時点の年齢です。
・医師の判断により保険診療を行い、別途料金が発生する場合もあります。
・何らか症状がある場合や経過観察となっている場合は、検診ではなく医療受診をしてください。
・有効期限が過ぎた受診票は使用できませんのでご注意ください。
・国の指針をもとに、科学的根拠に基づき効果のあるがん検診を推進するため、「乳がん検診」・「子
宮がん検診」は２年に１回の助成となっていますのでご注意ください。

・今年度の「乳がん検診」、「子宮がん検診」の対象外となった方は来年度対象となります。
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　妊婦さんや産後のお母さんがお子さんとゆったりと過ごせる場所として、『産前・産後ママ
のほっとスペース』を開所しています。
　4月から開所時間を下記のとおり変更しますので、お気軽にご利用ください。

　4月に小中学校へ入進学された児童がいるひとり親家庭に、市から祝金として児童1人につき2万円を
支給します。
［１］ひとり親家庭等医療助成を受けている方には、4月上旬に書類を郵送します。
［２］［１］以外の方で、次の要件に全て該当する方は、子育て支援課へ申請書を提出してください。
①市内在住の方
②令和6年4月に県内の小中学校（特別支援学校を含む）へ入進学された児童を育て、生計を同一とするひ
とり親家庭の親（父母のない児童の養育者を含む）
※ただし、児童福祉施設（母子生活支援施設を含む）に入所中の児童や、里親に委託中の児童は除く。

③生活保護の受給世帯でない方　
④令和5年度（令和4年分）の所得税が非課税である方
※ただし、課税されていても年少扶養親族に対する扶養控除の廃止および16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分
の廃止がないものとして計算した場合に、所得税が非課税となる世帯は含む。

◎申請後に前記要件を満たさなくなった場合や住所や氏名に変更があった場合は、すみやかに「変更・辞
退届」を提出してください。

提出書類	 ・ひとり親家庭小中学校入進学祝金支給申請書
	 ・申請者と対象児童のひとり親家庭医療費助成金受給資格者証の写し

※受給資格者証をお持ちでない方は、児童扶養手当証書または申請者および入進学児童を含む戸籍謄本を添付して
ください。
※申請書は、子育て支援課の窓口で配布します。

提出方法	 ・子育て支援課	子ども支援担当
	 ・郵送（ただし、書類に不備があった場合は当課までお越しいただく必要があります。）
締  切  日	 4月30日（火）※消印有効

　ゆっくり休息がとれるよう、お布団の用意もあります。
　お母さん同士で情報交換をしながら、楽しくリラックスできる時間を過ごしませんか？
　ぜひお待ちしております。
　会場内に飲食スペースがありますので、持参いただいた方は、昼食をとることも可能です。

産前・産後ママのほっとスペース

ひとり親家庭で小中学校へ入進学された児童がいる家庭の皆さまへ

 健康増進課 健康づくり担当　☎33-7812

 子育て支援課 子ども支援担当　☎32-5081

対　　 象	 甲州市にお住まいの妊婦さん、産後のお母さんと5カ月までのお子さん
開  所  日	 毎週金曜日（祝日、年末年始はお休み）
開所時間	 午前9時30分～午後3時30分（この間の出入りは自由です）
場　　 所	 塩山保健福祉センター	2階
利用方法	 事前に予約をしてお越しください。　
持  ち  物	 母子健康手帳、バスタオル、おむつなど

「認知症基本法」
令和6年1月1日に施行されました

 甲州市地域包括支援センター　☎32-5600

甲州市の認知症支援の取り組み

「認知症に関する正しい知識の普及啓発」
　甲州市認知症キャラバンメイト連絡会と協力して認知症サポーター養成講座やイベントでの周知
活動を行っています。

「認知症の人が社会参加できる機会の確保」
　認知症の人や一般市民など誰でも参加できるオレンジカフェで、参加者の立場に関係なく得意な
ことなどを活かし、交流できる場づくりを進めています。

「認知症の人の意思決定支援」
　個別相談の対応をとおして、本人の判断能力が低下した際の医療（治療）の意思決定支援について
地域課題があがり、判断能力が残っている段階の方の意思決定支援と併せて、地域ケア推進会議や権
利擁護・認知症対策部会を通じて関係機関と検討を進めています。

「認知症の人が適切な医療、福祉サービスが切れ目なく受けられる支援」
　認知症の進行に伴い通院治療の継続や薬の管理が難しくなる方がおり、受診時に家庭での生活状
況を主治医に報告したり、主治医の指示を家庭で実践することが困難な場合があります。家庭と通
院先との連携が重要になっており、その対策に取り組んでいます。

高齢者の助っ人

　国内の認知症の人は年々増加しており、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年には約700万人（高齢
者の5人に1人）が認知症になると予測されています。本市の介護保険申請者の認知症割合も12.1%（令和5年
4月1日時点）となっており、認知症の方を支援する取り組みが重要になっています。

甲州市の認知症支援の取り組みについて

　本市は、「認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる甲州市を目指して」を目標にかか
げ、各種認知症支援を実施しています。今後も状況の変化に応じて、認知症の人や家族が安心して暮らし続
けられるよう支援していきます。

認知症基本法（共生社会の実現を推進するための認知症基本法）

目　的
　認知症の人が尊厳を保持し希望をもって暮らすことができるよう、国、地方公共団体等の責務を明
らかにして認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人を含めた国民が相互に人格と個性
を尊重し支えあい共生する社会（共生社会）の実現を図る。
基本理念
①本人の意思尊重	 ②国民の理解による共生社会の実現
③社会活動参加の機会確保	 ④切れ目ない保健医療・福祉サービスの提供
⑤本人・家族等の支援	 ⑥予防・リハビリテーション等の研究開発の推進
⑦関連分野における総合的な取り組み
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高齢者の暮らしと介護についてのアンケート調査結果について（8）

　これまで令和4年度に実施した「高齢者の暮らしと介護について」のアンケート結果を紹介してきました
が、今回は高齢者をとりまく甲州市の状況について紹介します。

　これまでご紹介してきたアンケート結果や国の指針に基づき、この度、令和6年度から令和8年度までの「甲
州市高齢者いきいきプラン（甲州市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画）」を策定しました。本計画では、
高齢者が地域と関わりながらいきいきと暮らし、介護や医療が必要になっても、それまで育んできた馴染み
の人間関係や居住環境の中で、安心して暮らしていくことができる地域づくりを目指します。

　甲州市の総人口は年々減少しており、令和5年10月1日現在29,634人となっています。高齢者人口（65歳
以上）も令和3年をピークに減少し、10月1日現在11,107人となっておりますが、総人口に占める高齢者人口
の割合である高齢化率は37.5%と、増加しています。また、75歳以上人口も増加傾向にあり、今後も増加が見
込まれています。一方で、15歳から64歳までの生産年齢人口は急減することが見込まれています。

（出典）住民基本台帳（各年10月1日現在）

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
年少人口（0歳～14歳） 3,262 3,142 3,058 2,992 2,883
生産年齢人口（15歳～64歳） 17,116 16,666 16,337 15,943 15,644
高齢者人口（65歳以上） 10,985 11,034 11,124 11,112 11,107

65歳～74歳 5,023 5,087 5,212 5,087 4,910
75歳以上 5,962 5,947 5,912 6,025 6,197

総人口 31,363 30,842 30,519 30,047 29,634
高齢化率 35.0% 35.8% 36.4% 37.0% 37.5%

高齢者人口の状況

　介護保険第1号被保険者（65歳以上の人）のうち介護認定を受けている人の割合を示す要介護認定率は平成
27年から16％台を推移しており、全国と比べて低く、山梨県全体と同程度となっています。今後、75歳以上
の高齢者の増加に伴い、要介護認定率も増加が見込まれます。

要介護認定率の推移

 介護支援課 介護保険担当　☎32-5066
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ご利用ください　在宅高齢者生活支援サービス

●「外出応援サポート事業」
(旧市らくらくお出かけサービス)

　身体状況等により閉じこもりがちな高齢者の
方へ介護予防のための外出支援事業です。
■対　象（①～④の全てに該当する方）
①総合事業対象者または要支援・要介護認定
者で市内在住の65歳以上の方

②老衰、心身の障害、傷病等により一般の交通
機関（バス・鉄道）の利用が困難で週1回以上
外出機会がない閉じこもりがちな方

③市民税非課税世帯の方
④甲州市福祉タクシー回数券の交付を受けて
いない方

■事業内容
740円の利用券を、年間24枚を上限に交付し
ます。

●「介護用品支給サービス」
　寝たきり、または認知症等により常時失禁状
態の方へ、紙おむつなどの介護用品の購入券を
交付します。
■対　象（①～④の全てに該当する方）
①要介護4以上で市内在住の方
②寝たきり、または認知症等により常時失禁
状態である方

③毎月おおむね5,000円以上の介護用品を必
要とする方

④市民税が非課税世帯の方
※申請時には、前月の領収書（介護用品を
5,000円以上購入した際の領収書）を添付し
てください。

■事業内容
2,500円分の利用券を、年間24枚を上限に交付
します。

■利用券で利用できる介護用品
紙おむつ、尿取りパット、おしりふき、使い捨
て手袋、使い捨て防水シーツ、消臭剤、とろみ
調整食品、ドライシャンプー

●「訪問理美容サービス」
　寝たきり等により理容院や美容院に出向くこと
が困難な方へ、訪問理美容利用券を交付します。
■対　象（①～④の全てに該当する方）
①要介護認定者で市内在住の65歳以上の方
②老衰、心身の障害、傷病等の理由により、一
般の理美容サービスを利用することが困難
である方
③デイサービス等で代替ができない方
■事業内容
一般的な散髪のみに利用できる4,000円分の
訪問理美容利用券を、年間4枚を上限に交付し
ます。
※訪問理美容サービスを受けた利用者は、訪
問理美容利用券とは別に、利用料1,000円が必
要となります。

●「軽度生活援助サービス」
　日常生活に支障となる家屋内外の軽微な修繕
や整備等が、身体状況により困難な方に対し、一
回6,400円を上限に年2回まで支援します。
■対　象（①～③の全てに該当する方）
①総合事業対象者または要支援・要介護認定
者で、市内在住の65歳以上の独居または高
齢者世帯の方
②家周りの軽微な修理や整備等を行う支援者
がいない方
③市民税非課税世帯の方

各サービスの申請方法
●申請期間　毎年4月から翌年3月まで
●申請窓口　介護支援課
※利用には毎年一回の申請が必要です。
※申請には、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援セ
ンター職員の意見書が必要です。利用を希望される場
合は、ご相談ください。
※施設入所者または入院中の方は、対象外となります。

 介護支援課 高齢者支援担当　☎34-5434

（出典）
厚生労働省
「介護保険事業状況報告」
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マイナンバーカードに関するお知らせ
The Social Security and Tax Number System

 市民課 住民記録・戸籍担当　☎32-5061

1 夜間・休日にマイナンバーカード関係の手続きができます 予約制

毎週水曜日の午後７時までと毎月第2日曜日に、マイナンバーカードに関する手続き窓
口を予約制で開設しています。
●日時　4月14日（日）午後1時〜5時　　●場所　市役所本庁舎 1階 市民課
●手続きの内容　マイナンバーカードの申請、受け取り、更新、暗証番号変更・初期化
●予約方法　希望日の前開庁日までに電話でご予約ください。

3 献血会場（勝沼）でマイナンバーカード申請受付サポートを
行います!!

マイナンバーカードの申請受付を下記の日程で開設しますので、ぜひご利用ください。

開設日 会　場 時　間
4月30日（火） 勝沼防災センター 午前9時30分～午後3時30分

暮らしに便利な
マイナンバーカード！
甲州市のカード保有枚数率
は、75.3％です。（3月1日現在）

申請時に本人確認等の必要な条件を満たせば、できあがったマイナンバーカードを本人限定受取郵便によりご自宅へお
送りします。希望日の１週間前までに電話で予約をお願いします。

2 『マイナンバーカード出張申請サポート』 予約制

団体向け
市の職員が企業・学校・サークル等のご希望の場所に出向き、マイナンバーカードの申請サポート（顔写真の撮影と申
請書の受付）を行います。出張申請サポートをご希望の場合は、電話等でお気軽にご相談ください。
個人向け

市役所へ来ることが難しい方を対象に、市職員がご自宅に訪問し、顔写真の撮影と申請を無料でサポートします。
●対象（甲州市民に限ります）

①75歳以上で外出が困難な方　②障害者手帳等をお持ちの方
③介護保険の要介護・要支援認定を受けている方　④乳幼児（0〜6歳までの未就学児）等
●訪問日時

①月曜〜金曜（休祭日および年末年始を除く平日）　午前9時30分〜午後4時30分
②休日開庁日　午後1時〜4時

マイナンバーカードは申請者本人に受領していただくことが原則ですが、病気や身体の障害等のやむを得ない理由によ
り本人の来庁が困難である場合は、山梨県行政書士会が代理で受領するサービスをご利用ください。
代理受領には条件がありますので、個別に相談対応させていただきます。
●予約開始日　4月22日（月）〜　　●実施期間　令和6年5月1日（水）〜令和7年2月28日（金）
※代理受領を希望する申請サポートは令和7年1月31日（金）までの実施分

●注意事項
• 申請日から約2ヵ月以内に甲州市外に転出予定がない方が対象です。
• 申請者本人（15歳未満の方および成年被後見人の方は法定代理人とともに）が、当日訪問場所にいることが必要
です。

• 身体を動かすことが困難な方については、介助者等の同席をお願いします。
• 申請サポートに必要な機器類の電源の貸し出しと、公用車の駐車スペースの準備をお願いします。

マイナンバーカード申請は行政書士にお任せください！

★①～③の申請に必要なもの
本人確認書類２点（運転免許証、健康保険証、年金手帳等）、マイナンバー通知カード、
マイナンバーカード交付申請書、住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）※甲州市、オルビスの森につながる県営林道高紫線は、毎冬12月10日〜翌年4月25日まで閉鎖されます。

　甲州市・オルビスの森は、甲州市塩山上小田原に位置し、荒廃した森林を10年の歳月をかけて再
生・整備した里山です。令和5年3月にオルビス（株）、甲州市、（公財）オイスカで「森林活用協定」を結
び、持続可能な心地よい社会の実現に向け、森林保全だけでなく、さらに将来を見据えた森林の活用
を続けていきます。

「甲州市・オルビスの森」って？

「木漏れ日のステージ」イベントにも利用可能 神金小学校 林業体験

イベント行事以外にも、気軽なウォーキング、森林浴といった心身のリフレッシュの場
としても利用できます。ぜひ一度訪れてみてはいかがですか？

オルビスの森QRコード

Instagram市HP

甲州市・オルビスの森

　甲州市・オルビスの森には、遊歩道が張り巡
らされており、森内のさまざまなエリアを巡る
ことができます。桜やクリ、クルミといった広
葉樹とヒノキやスギ、アカマツ等の針葉樹が混
在しており、それぞれが四季折々の表情を見せ
てくれます。

甲州市・オルビスの森の魅力

　現在まで甲州市・オルビスの森は、自然学習
やボランティア活動の場として、利用されてき
ました。今後も地域住民の皆さまをはじめ、多
くの方に利活用していただきたく考えていま
す。随時、行事について告知を行いますので、
興味がある方は下記の市HP、SNSをご覧くだ
さい。

ボランティアならびにイベント活動について

　甲州市・オルビスの森は、多くの人の協力に
よって自然豊かな里山へと再生されました。
植栽や間伐といった森林整備や森林学習の場
として活用されています。

【主なボランティア活動・活用実績】
H24〜R5 オルビス社員ボランティア
 延べ1300名
 植栽4160本、間伐、歩道、
 ステージ整備など
R3　 大和自然学校（日本学園中学校）林業体験
R4　 甲府市立甲運小学校　校外学習
R4　 甲州市立神金小学校　自然学習会
R5 　大和自然学校（世田谷区立鉢山中学校）林業体験
R5　 甲州市立神金小学校　自然学習会

活動事例

　森内には多種多様な動植物が生息しており、
リスや野鳥といった可愛らしい動物に出会え
るかもしれません。ぜひ、目を凝らして探して
みてください。

遊歩道（左）と木漏れ日のステージでのヨガ（右）
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甲州市の「ホット」なできごとを紹介します！

　2月17日、甲州市生涯学習市民協議会は、生涯学習推進大会
を開催しました。「ともに学びあい・ともにふれあい・ともに支
えあい」のテーマのもと、今回で18回目の開催となりました。
意見発表では、佐藤亜美さん（大和小）が学校生活や地域で学
んだことなどを発表。童謡フェスティバルでは、各地区の公
民館から10組が参加し、日ごろの公民館活動の一環である合
唱を4年ぶりに披露。若林秀和さんの童謡コンサートも行わ
れ、世代を超えて交流を深めました。

ともに学びあい・ともにふれあい・ともに支えあい
生涯学習推進大会

　2月18日、塩山体育館と塩山総合グラウンドにおいて、甲州
市スポーツ少年団による体力テストが行われました。一人ひ
とりの体力や運動能力の特性を知ることを目的に実施され、団
員の子どもたちは立ち幅跳びのほか、シャトルランやボール投
げなどを実施しました。

甲州市スポーツ少年団
体力テスト

　3月2日、市男女共同参画推進委員会は、「男女で環になり笑
顔のフォーラム2024」を開催しました。NPO法人おっとふぁー
ざーの舘直弘さんによる、「パパが楽しく家族のためにできる
こと」をテーマに講演会を行ったほか、JAFオリジナル免許証や
工作スペースも設けられ、会場は笑顔であふれていました。

パパの家庭進出について考える
男女で環になり笑顔のフォーラム

　3月3日、Jomonさんによる「丸木舟で日本を一周して母なる
地球をキラキラ星にするプロジェクト」講演会が、甲州市民文
化会館において開催されました。講演は、紙芝居や実際に使用
した道具などを用いて実施され、SDGsの実現に向けて、今後ど
うしていけば良いのかを話し合う機会となりました。

SDGsに向けて話し合う
Jomonさんがやってきた！講演会

　2月23日、甲州市アドベンチャークラブ実行委員会は、心身
鍛錬や体力の向上を目的に、スポーツチャンバラ体験を実施し
ました。市内小学生18名が参加した本体験では、打ち方や実際
の動きに関する説明を受けた後、実戦を通して真剣勝負の面白
さや競技に対する礼儀を学びました。

スピードの真剣勝負！
スポーツチャンバラ体験

　2月23日、塩山ハンドボールスポーツ少年団は、塩山体育館において富山
県氷見市の窪スポーツ少年団ハンドボール部と合同練習を行いました。富
山県は震災の影響により、体育館など練習場所の確保ができない中、互いの
チームが連絡を取りあい今回の合同練習が実現。チーム同士の交流は30年
程前から続いており、今回は富山県から男子チームのみが参加。塩山ハンド
の矢崎一栄コーチは「心配なく、楽しくハンドボールをしてもらいたい」と話
していました。今後もチームの交流を続けていきます。

被災地を応援　ハンドボールを通じて相互交流！
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　3月9日、JITリサイクルインクスタジアムにおいて、明治安田
J2リーグ2024シーズンの「ヴァンフォーレ甲府VS栃木SC」
ホーム開幕戦が行われました。県内市町村のマスコットが駆
け付け、本市からはモモンちゃんが参加しました。ハーフタイ
ムにはピッチを周回し甲州市をPR。今後もホームタウンとし
てVF甲府を応援していきます。

緊褌一番
ヴァンフォーレ甲府　ホーム開幕戦

　3月10日、市国際交流委員会は「国際交流のつどい2024」を
開催しました。フランス出身で甲府市国際交流員のファニー・
オランジュさんを講師に迎え、講演会を行ったほか、フランス
の代表的なお菓子であるクレープづくりの体験会を実施しま
した。参加者はフランスの文化や歴史を学ぶとともに、本場の
味を楽しみながら交流を深めました。

ボンジュール、フランス！
国際交流のつどい2024

　3月3日、甲州市消防団玉宮分団と塩山消防署は、平沢地内で
春の火災予防運動の一環として、林野火災を想定した消防演習
を実施しました。サイレンとともに消防車が駆け付け、水利の
確保、ホースの延伸等の後、放水を開始。本番さながらの迅速
な動きで訓練に取り組みました。

春の火災予防運動
林野火災を想定し消防演習

　3月8日、祝小学校の5年生が、本市とともに日本遺産「日本ワ
イン140年史」に認定された、茨城県牛久市の神谷小学校の4年
生とオンラインで交流授業を行いました。ぶどう作りやワイ
ン作りなど地域学習の成果を発表し、本市の魅力を発信しまし
た。

牛久市の小学校と
オンライン交流授業

武田家の聖地・甲州市

　甲州市ふるさと武田勝頼公まつりは、武田一族の霊を慰め甲斐国を支配
した権勢を語り伝えます。

武田勝頼公出陣絵巻

　勝頼公の菩提寺景徳院に参拝した後、大和地区から選ばれた勝頼公、一
般公募で選ばれた、北条夫人、湖衣姫、勝頼公軍団が勇壮な出陣絵巻を繰り
広げます。
　大和地区の生徒による巫女の舞、大和小学校児童による甲斐天目山勝頼
公太鼓が奉納されるとともに、バンド演奏や歌謡披露など祭りに彩を添え
ます。
　また、お祭り会場において、地域特産品等の飲食・物販、約30店舗が出店
します。
　武田の聖地での特別な1日をお楽しみください！

 日　時	 4月28日（日）　午前10時30分～午後3時30分
 会　場	 旧大和中学校校庭
 内　容	 •勝頼公軍団出陣絵巻　
	 •甲斐天目山勝頼公太鼓　
	 •巫女の舞
	 •ふれあい交流（ステージイベント）　
	 •ふれあい広場（出店）
	 •特別資料展

 プログラム
	 午前10時30分～午後0時30分　ステージイベント
	 【出演】
	 •大和保育所　•大和童謡を歌う会
	 •浪漫甲斐道　•舞踊愛好会
	 •神奈川県大和市「あずま連」　•大和小学校
	 午後1時～2時　勝頼公軍団出陣絵巻
	 ※午後0時50分～　諏訪神社から勝頼公軍団出陣パレードが出発します。

	 午後2時15分～3時30分
	 【出演】
	 •甲斐天目山勝頼公太鼓　•特別ゲスト	水野　翔（プロマジシャン）

 勝頼公軍団出陣パレード実施に伴う交通規制
	 正午～午後1時30分までメイン会場周辺を中心に交通規制が行われます。
	 混雑が予想されますので、ご理解とご協力をお願いします。
	 【規制区間】
	 •県道甲斐大和停車場線（大和小学校から新初鹿野橋北詰めまで）
	 •市道初鹿野6号線（新初鹿野橋北詰めから旧大和中学校まで）

武田勝頼公まつり会場へのアクセス
【電車】　JR中央本線甲斐大和駅下車徒歩2分
【臨時駐車場】　•大和小学校　•大和スポーツ公園
【無料シャトルバス】　大和スポーツ公園からお祭り会
場まで無料シャトルバスが運行します。
運行開始：午前10時から（約30分毎運行）

会場への
アクセス

 主催・問合せ　甲州市ふるさと武田勝頼公まつり実行委員会(観光商工課内)　☎32-1000

第59回
甲
州
市
ふ
る
さ
と

武
田
勝
頼
公
ま
つ
り
開
催
！

 環境課 ごみ減量・リサイクル推進担当　☎33-4404

資源の再利用運動を促進するため、有価物回収を行う団体に対し、報奨金を交付しています。
●対象団体	 行政区、育成会、PTA等の市民により構成された団体で公益性のあるもの
●対象の有価物	 新聞、雑誌、牛乳パック、段ボールおよび古着
●報奨金の額	 有価物の回収量１kgにつき３円
●申請に必要な書類
　１甲州市有価物回収報奨金交付申請書
　２回収業者が記入した有価物回収実績表またはこれに代わる書類で市長が認めたもの
　３回収した有価物がわかる写真
　４その他市長が認める書類

甲
州
市
有
価
物
回
収

報
奨
金
の
交
付
に
つ
い
て
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4月30日(火)は市・県民税随時3期および 
国民健康保険税随時2期の納期限です。

お忘れにならないようご注意ください。
※随時期に納付が必要となる方は、年度途中で異動等により

税額が再計算された方です。
※口座振替の方は、4月30日(火)に振り替えますので、
　前日までに残高をご確認ください。
※納税相談を税務課収納担当窓口で随時行っています。 

 税務課 収納担当　☎32-5074

市・県民税随時期および国民健康保険税随時期の
納期限について

お
知
ら
せ

税
務
課
資
産
税
担
当
か
ら
の

お
知
ら
せ 

◎ 

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧 

4
月
1
日（
月
）か
ら
、「
令
和
6
年
度
固

定
資
産
縦
覧
帳
簿
」の
縦
覧
を
行
い
ま

す
。 

● 

縦
覧
制
度
と
は 

自
己
の
固
定
資
産
の
評
価
額
が
適
正
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、他

の
類
似
の
固
定
資
産
の
評
価
額
と
比
較

が
で
き
る
制
度
で
す
。 

● 

縦
覧
で
き
る
方 

甲
州
市
内
に
所
在
す
る
固
定
資
産
税
の

納
税
義
務
者（
相
続
人
を
含
む
）と
そ
の

同
居
家
族
お
よ
び
納
税
管
理
人
な
ら
び

に
委
任
状
の
あ
る
代
理
人
の
方 

● 

縦
覧
の
際
に
必
要
な
も
の 

本
人
確
認
書
類（
納
税
通
知
書
、
運
転
免

許
証
等
）、印
鑑（
法
人
の
場
合
の
み
） 

※ 

相
続
人
の
方
は
相
続
権
が
確
認
で
き
る

書
類（
戸
籍
謄
本
等
）、代
理
人
の
方
は
委

任
状 

● 

縦
覧
帳
簿
記
載
内
容 

土
地
の
地
番・地
積・価
格
等
、家
屋
の
所

在・家
屋
番
号・床
面
積・価
格
等 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
補
助
員
募
集 

 

子
ど
も
の
保
育
に
関
す
る
こ
と
に
興
味

が
あ
る
方
で
、お
お
む
ね
60
歳
く
ら
い
ま

で
の
方 

※ 

支
援
員
が
休
暇
等
で
欠
員
が
出
た
場
合

の
補
助
員
と
な
り
ま
す
。 

 

塩
山・勝
沼
地
区
の
各
児
童
ク
ラ
ブ 

 

午
後
1
時
～
7
時（
う
ち
6
時
間
） 

※ 

土
曜・長
期
休
暇
中
等
は
午
前
8
時
～

午
後
7
時（
う
ち
7
時
間
45
分
） 

※ 

勤
務
時
間
は
、各
児
童
ク
ラ
ブ
に
よ
り
異

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

● 

休
日
等
　
日・祝
祭
日
、年
末
年
始 

（
土
曜
日
勤
務
の
な
い
ク
ラ
ブ
あ
り
） 

● 

そ
の
他 

時
給
制 

※ 

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

子
育
て
支
援
課 

保
育・児
童
担
当 

☎
32
‐
5
0
8
1 

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

 

輸
血
用
血
液
に
は
、有
効
期
限
が
あ
り
ま

す
。
血
液
が
使
わ
れ
な
い
日
は
あ
り
ま

せ
ん
。
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 

4
月
16
日（
火
） 

 

午
前
9
時
30
分
～
11
時
45
分 

　 

午
後
1
時
～
3
時
30
分 

 

市
役
所
本
庁
舎 

東
側
駐
車
場 

● 

服
用
し
て
い
て
も
献
血
可
能
な
対
処
薬 

ビ
タ
ミ
ン
剤
、血
圧
の
薬
、花
粉
症
の
薬
、

胃
腸
薬
、
高
脂
血
症
治
療
薬
、
ア
レ
ル

ギ
ー
薬
、高
尿
酸
血
症
治
療
薬 

※ 

献
血
の
可
否
は
、当
日
に
検
診
医
が
最
終

● 

縦
覧
期
間 

4
月
1
日（
月
）～
5
月
31
日（
金
） 

 

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分 

※ 

土・日・祝
日
を
除
く
。 

● 

縦
覧
場
所 

市
役
所
本
庁
舎 

税
務
課 

勝
沼
支
所
／
大
和
支
所 

 

税
務
課 

資
産
税
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
5 

所
得
税・個
人
住
民
税
の
定
額
減
税

説
明
会（
源
泉
徴
収
義
務
者
向
け
） 

 
令
和
6
年
分
所
得
税・個
人
住
民
税
の
定

額
減
税
に
つ
い
て
、説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。（
事
前
申
込
制
） 

 

給
与
の
支
払
い
者（
山
梨
税
務
署
管
内
の

源
泉
徴
収
義
務
者
） 

 

4
月
25
日（
木
）／
26
日（
金
）／

　 

5
月
22
日（
水
）／
23
日（
木
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
2
時
30
分 

 

山
梨
法
人
会
館 

2
階
会
議
室 

 

開
催
日
前
日（
前
日
が
休
日
の
場
合
は
そ

の
前
の
平
日
）の
午
後
4
時
ま
で
に
問
い

合
わ
せ
先
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

山
梨
税
務
署 

法
人
課
税
部
門 

☎
22
‐
1
4
1
1 

※ 

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
流
れ
た
ら
、『
2
』を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

公
益
社
団
法
人
山
梨
法
人
会 

事
務
局 

☎
23
‐
2
5
4
1 

的
な
判
断
を
行
い
ま
す
。 

● 

お
願
い 

 

予
約
献
血
を
す
る
と
特
典
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
献
血
w
e
b
サ
ー
ビ
ス「
ラ
ブ

ラ
ッ
ド
」か
ら
ご
予
約
く
だ
さ
い
。 

※ 

献
血
希
望
日
時
の
3
時
間
前
ま
で
ご
予

約
が
可
能
で
す
。 

 

バ
ス
内
で
の
密
集
を
避
け
る
た
め
、外
で

お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

初
め
て
献
血
を
さ
れ
る
方
や
献
血
カ
ー

ド
を
忘
れ
た
方
は
、
本
人
確
認
書
類（
運

転
免
許
証
等
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

● 

主
催
　
甲
州
市 

塩
山
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ 

● 

協
力
　
甲
州
市
赤
十
字
奉
仕
団 

 

健
康
増
進
課

健
康
企
画・地
域
医
療
担
当 

☎
32
‐
5
0
1
4 

健
幸
ポ
イ
ン
ト
こ
う
し
ゅ
う

協
賛
店
の
募
集

 

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み
や
す
い
環
境

づ
く
り
を
進
め
、元
気
で
い
き
い
き
暮
ら

せ
る
こ
と
を
目
指
し
、「
健
幸
ポ
イ
ン
ト

こ
う
し
ゅ
う
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
事

業
実
施
に
あ
た
り
、協
賛
店
と
し
て
特
典

と
な
る
ポ
イ
ン
ト
利
用
券
が
利
用
可
能

な
店
舗
や
、野
菜
を
多
く
使
っ
て
い
る
メ

ニ
ュ
ー
な
ど
を
提
供
し
て
く
だ
さ
る
飲

食
店
を
募
集
し
ま
す
。 

● 

募
集
店
舗 

市
内
店
舗（
小
売
店
、サ
ー
ビ
ス
業
等
） 

住
宅
等
の
耐
震
化
支
援・補
助
の

ご
案
内 

◎ 

木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断
事
業 

 

主
に
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅 

① 

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
木
造
住
宅
な
ど 

② 

長
屋
お
よ
び
共
同
住
宅
以
外
の
も
の 

③ 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
が
所
有
し
、居

住
し
て
い
る
住
宅
な
ど

 

無
料（
市
が
全
額
負
担
）

◎ 

木
造
住
宅
耐
震
改
修
支
援
事
業 

 

耐
震
診
断
で「
耐
震
性
無
し
」と
診
断
さ

れ
た
住
宅
が
次
の
工
事
を
行
う
場
合 

● 

耐
震
化

　 【
改
修・建
替・シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
】工
事

● 

補
助
内
容
　
工
事
費
用
の
一
部
を
補
助

◎ 

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
改
修
支
援
事
業 

 

避
難
路
沿
道
等
の
危
険
性
の
高
い
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
に
つ
い
て
、次
の
工
事
を
行

う
場
合 

● 

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の【
撤
去・
改
修（
軽
量

フ
ェ
ン
ス
を
設
置
す
る
場
合
を
含
む
）】

工
事

● 

補
助
内
容
　
工
事
費
用
の
一
部
を
補
助

※ 

件
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。 

※ 

申
請
の
際
は
必
ず
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

建
設
課 

住
宅
担
当 

☎
32
‐
5
0
7
1 

● 

協
賛
店 

1
0
0
円
か
ら
使
え
る
ポ
イ
ン
ト
利
用

券
が
使
用
で
き
る
店
舗 

※ 

甲
州
市
商
工
会
加
入
店
に
限
り
ま
す
。 

● 

メ
ニ
ュ
ー
提
供
店 

野
菜
た
っ
ぷ
り
メ
ニ
ュ
ー・バ
ラ
ン
ス
メ

ニ
ュ
ー
が
提
供
で
き
る
店
舗 

※ 

野
菜
た
っ
ぷ
り
メ
ニ
ュ
ー
は
、
1
食
に

1
2
0
ｇ
の
野
菜・き
の
こ
類
を
使
用
し

て
い
る
も
の
。
バ
ラ
ン
ス
メ
ニ
ュ
ー
は
、

主
食・
主
菜・
副
菜
が
そ
ろ
っ
て
い
る
定

食
や
セ
ッ
ト
メ
ニ
ュ
ー 

※ 

協
賛
店・メ
ニ
ュ
ー
提
供
店
両
方
の
登
録

も
で
き
ま
す
。 

● 

募
集
締
切
日
　

4
月
22
日（
月
） 

 

健
康
増
進
課

健
康
企
画・地
域
医
療
担
当

☎
32
‐
5
0
1
4 

甲
州
市
そ
ば
栽
培

奨
励
金
制
度
の
ご
案
内 

 

「
そ
ば
切
り
発
祥
の
郷
づ
く
り
」を
推
進

す
る
た
め
、収
穫
量
に
応
じ
て
奨
励
金
を

交
付
し
ま
す
。

 

市
内
在
住
で
市
内
農
地（
1
a
以
上
）で

の
そ
ば
栽
培
者
／
収
穫
し
た
そ
ば
の
実

の
全
量
を
市
が
指
定
し
た
施
設
に
出
荷

す
る
者
／
市
税
等
の
滞
納
を
し
て
い
な

い
者 

● 

奨
励
金
の
額
　

1
㎏
当
た
り
2
0
0
円 

 

種
蒔
き
前
に
計
画
書
の
提
出
が
必
要
で

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

大
和
支
所 

市
民
福
祉・地
域
担
当

☎
48
‐
2
1
1
1 

【
児
童
手
当
】公
務
員
に
な
る
方

お
よ
び
公
務
員
で
は
な
く
な
る
方
へ

 

児
童
手
当
の
受
給
者
が
採
用・帰
任
等
に

よ
り
公
務
員
に
な
る
ま
た
は
退
職・出
向

等
に
よ
り
公
務
員
で
は
な
く
な
る
場
合

は
、所
属
先
と
市
役
所
窓
口
の
両
方
で
手

続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
手
続

き
が
遅
れ
る
と
、手
当
を
受
給
で
き
な
い

期
間
が
発
生
す
る
場
合
や
、
過
払
い
と

な
っ
た
手
当
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

子
育
て
支
援
課 

子
ど
も
支
援
担
当 

☎
32
‐
5
0
8
1

鉄
道
利
用
通
学
者

支
援
補
助
金
の

申
請
受
付
に
つ
い
て 政策秘書課　地域未来戦略室　☎32-5037

　若者の市内定住促進を図るため、甲州市から県外の大学等へ通学する学生の皆さん
の、通学定期購入費の一部を補助します。

● 対 象 期 間 令和6年4月1日～令和7年3月31日 
● 補 助 額 通学定期券購入費の半額（月額上限10,000円）
● 対 　 象 市内に住所を有し、県外の大学等（学校教育法に定める大学院、大学、高等専

門学校、専修学校および各種学校）に通学している方
 ※その他要件がありますので、市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください
● 申 請 期 日 令和6年6月28日（金）まで 

ご予約はこちら

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」

25 24令 和 6 年 4 月広報こうしゅう



こちらからお申し
込みください。

介護事業へ

温かな善意
ありがとうございます。

青柳　依里 さま

4月6日(土)～15日(月)
交通事故死ゼロを目指す日　４月10日(水) 

市民課　市民協働推進担当　☎32-5068

●こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方
　法の実践 
●歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行 
●自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルー
　ルの遵守 
●飲酒運転の根絶(本県重点) 

ルールとマナーを守り、交通事故防止に努めましょう。 

春の全国交通安全運動が始まります！ 

軽
度・中
等
度
難
聴
者 

補
聴
器
購
入
費
助
成
事
業
の
お
知
ら
せ

 

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら

な
い
18
歳
以
上
の
軽
度・中
等
度
難
聴
者

の
方
を
対
象
に
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
の
向
上
や
経
済
的
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、補
聴
器
の
購
入
に
必
要
な
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。 

 

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方 

 

甲
州
市
内
に
住
所
を
有
す
る
18
歳
以
上

の
方（
高
校
3
年
生
等
は
除
く：
別
制
度

あ
り
） 

 

聴
覚
障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
対
象
と
な
ら
な
い
方 

 

両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
40
デ
シ
ベ
ル
以

上
の
方
で
医
師
意
見
書
が
提
出
で
き
る

方 （
40
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
も
医
師
が
補
聴
器

の
装
用
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た

方
は
対
象
と
な
り
ま
す
。） 

 

市
税
の
滞
納
が
な
い
方 

 

本
人
所
得
が
特
別
障
害
者
手
当
の
所
得

制
限
に
該
当
し
な
い
方 

（
該
当
に
な
る
か
不
明
な
方
は
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。） 

※ 

助
成
後
5
年
間
は
再
申
請
で
き
ま
せ
ん
。 

● 

助
成
額

補
聴
器
新
規
購
入（
本
体
お
よ
び
附
属

品
）に
要
す
る
費
用
の
1
／
2

（
1
︐0
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）　

上
限
3
0
︐0
0
0
円 

● 

申
請
書
類 

申
請
書
お
よ
び
意
見
書（
市
指
定
様
式：

市
H
P
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
）、領

収
書
等
の
原
本
、振
込
先
口
座
情
報
が
分

か
る
も
の
の
写
し 

※ 

購
入
後
3
ヵ
月
以
内
に
申
請
し
て
く
だ

相

　談

予
約
不
要
・
無 

料

消
費
生
活
相
談

 

消
費
生
活
相
談
員
が
消
費
生
活
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル（
電
話
詐
欺
や
架
空
請
求
、

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
等
）の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
お
困
り
の
方
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
ま
た
、「
や
ま
な
し
県
央
連
携
中

枢
都
市
圏
」の
取
り
組
み
と
し
て
、市
内

に
お
住
ま
い
の
方
も「
甲
府
市
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
」を
利
用
で
き
ま
す
。 

 

甲
州
市
民
、山
梨
市
民 

◎ 

甲
州
市
会
場 

 

4
月
3
日（
水
）／
10
日（
水
）／

　 

17
日（
水
）／
24
日（
水
） 

 

市
役
所
本
庁
舎 

1
階 

　 

相
談
室（
市
民
課
内
） 

◎ 

山
梨
市
会
場 

 

4
月
2
日（
火
）／
9
日（
火
）／ 

　 

16
日（
火
）／
23
日（
火
）／
30
日（
火
） 

 

山
梨
市
役
所 

◎ 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

 

月
～
金
曜
日
　
午
前
9
時
～
午
後
4
時 

（
水
曜
日
は
午
後
6
時
ま
で
） 

 

甲
府
市
役
所 

本
庁
舎 

4
階 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
8 

 

山
梨
市 

商
工
労
政
課 

商
工
労
政
担
当 

☎
22
‐
1
1
1
1 

 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

☎
0
5
5
‐
2
3
7
‐
5
3
0
9 

さ
い
。 

● 

そ
の
他 

 

補
聴
器
購
入
費
は
医
療
費
控
除
の
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

意
見
書
等
の
作
成
費
用
は
医
療
機
関
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。 

 

申
請
方
法
や
ご
不
明
の
点
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

福
祉
総
合
支
援
課 

障
害
福
祉
担
当
　

☎
32
‐
5
0
6
7
　 

℻
33
‐
5
0
7
9 

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

 
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
は
、認
知
症
の
ご
本
人

や
ご
家
族
あ
る
い
は
高
齢
者
を
介
護
し

て
い
る
ご
家
族
が
悩
み
や
不
安
を
話
せ

る
場
で
す
。
ま
た
、地
域
の
方
々
に
参
加

し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、認
知
症
や
介
護

に
つ
い
て
広
く
正
し
く
知
っ
て
い
た
だ

け
る
機
会
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
介
護

に
関
す
る
専
門
職
も
い
る
た
め
、介
護
や

認
知
症
に
つ
い
て
の
個
別
相
談
も
で
き

ま
す
。
参
加
の
際
に
は
、お
問
い
合
わ
せ

先
ま
で
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

換
気
な
ど
感
染
症
予
防
対
策
を
し
な
が

ら
開
催
し
ま
す
。

 

４
月
11
日（
木
） 

毎
月
第
２
木
曜
日

 

午
前
10
時
～
正
午
　

● 

定
員
　
10
名

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

第
３
会
議
室

 

1
0
0
円（
飲
み
物・お
菓
子
代
）

 

介
護
支
援
課 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
32
‐
5
6
0
0

社
会
福
祉
法
人
光
風
会 

光
風
園

☎
33
‐
7
5
1
1

予
約
不
要
・
無 

料

合
同
相
談

 

身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し

て
い
ま
す
。
行
政
、人
権
、家
庭
の
こ
と

で
お
悩
み
の
方
は
、こ
の
機
会
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。 

 

4
月
12
日（
金
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
3
時 

 

市
役
所
本
庁
舎 

2
階 

第
1
会
議
室 

 

甲
州
市
民 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
8 

予
約
不
要
・
無 

料

勝
沼・大
和
地
域
行
政
相
談

 

行
政
へ
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、行
政
相
談

委
員
が
身
近
な
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

4
月
19
日（
金
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
3
時 

 

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー 

2
階 

会
議
室
Ａ 

 

甲
州
市
民 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
8 

要
予
約
・
無 

料

無
料
法
律
相
談

 

4
月
15
日（
月
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
5
時 

 

市
役
所
本
庁
舎 

2
階 

第
1
会
議
室 

 

甲
州
市
民 

令
和
6
年
度

交
通
災
害
共
済
加
入
受
付
中

 

加
入
者
が
交
通
災
害
に
あ
っ
た
場
合
に
、

被
害
の
程
度
に
よ
っ
て
見
舞
金
が
支
給

さ
れ
る
相
互
共
済
制
度
で
す
。 

掛
金
は
一
人
に
つ
き
年
間
5
0
0
円
で
、

共
済
期
間
は
4
月
1
日（
中
途
加
入
の
場

合
は
そ
の
翌
日
）か
ら
令
和
7
年
3
月
31

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。 

甲
州
市
に
住
所
を
有
し
、住
民
基
本
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
な
ら
、ど
な
た
で

も
加
入
で
き
ま
す
。 

ご
家
族
そ
ろ
っ
て
の
ご
加
入
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

　
　
　
　
　
☎
32
‐
5
0
6
8 

 

勝
沼
支
所
　
☎
44
‐
1
1
1
1 

 

大
和
支
所
　
☎
48
‐
2
1
1
1 

● 

定
員 

7
名（
1
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※ 

4
月
5
日（
金
）午
前
8
時
30
分
～

12
日（
金
）ま
で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。 

※ 

な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、ご
利
用
は
原
則
、年
度
内
1

回
限
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
8 

要
予
約
・
無 

料

も
の
忘
れ
相
談

 

最
近
も
の
忘
れ
し
や
す
く
な
り
心
配
な

方
や
、気
に
な
る
症
状
が
出
て
き
た
家
族

へ
の
対
応
方
法
な
ど
、日
下
部
記
念
病
院

の
認
知
症
専
門
医
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

4
月
19
日（
金
）

 

午
後
1
時
30
分
～

 

市
役
所
本
庁
舎 

1
階 

市
民
会
議
室
B 

 

4
月
16
日（
火
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。 

※ 

毎
月
第
3
金
曜
日
に
開
設
し
て
い
ま
す
。 

 

介
護
支
援
課 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

☎
32
‐
5
6
0
0 

要
予
約
・
無 

料

甲
府
年
金
事
務
所
出
張
相
談

 

年
金
請
求
手
続
き
、年
金
受
給
者
の
死
亡

に
関
す
る
手
続
き
、
年
金
加
入・
納
付
記

録
の
確
認
や
年
金
額
の
計
算
な
ど 

 

4
月
25
日（
木
） 

 

午
前
の
部
　
午
前
10
時
～
正
午 

　 

午
後
の
部
　
午
後
1
時
～
4
時 

出
会
い
の
き
っ
か
け
交
流
会

 

独
身
男
女
の
出
会
い
と
交
流
の
場
。
素

敵
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン

テ
ィ
ー
を
囲
み
な
が
ら
交
流
を
楽
し
み

ま
し
ょ
う
。 

 

4
月
21
日（
日
）　

 

午
後
1
時
～
4
時 

（
受
付
開
始 

午
後
0
時
30
分
） 

 

萩
原
フ
ル
ー
ツ
農
園 

や
ま
き
や
カ
フ
ェ 

 

40
代
ま
で
の
独
身
男
女 

● 

定
員
　
28
名（
先
着
順
） 

 

3
︐5
0
0
円 

 

4
月
14
日（
日
）ま
で
に
二
次
元
バ
ー

コ
ー
ド
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

● 

主
催
　
や
ま
な
し
縁
結
び 

サ
ポ
ー
タ
ー
d
e
a
i 

 

萩
原
フ
ル
ー
ツ
農
園 

☎
23
‐
0
1
3
3 

※ 
今
年
度
か
ら
時
間
帯
指
定
の
予
約
制
と

な
り
ま
す
。

 

山
梨
市
役
所

 

基
礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の（
年

金
手
帳
、年
金
証
書
等
）お
よ
び
本
人
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
代
理
人
の
方
が
お
越
し
の
場

合
は
、委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。

 

甲
府
年
金
事
務
所

☎
0
5
5
‐
2
5
2
‐
1
4
3
1 

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

相

　談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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塩山南児童センター　 33-7900
塩山北児童センター　 33-7800
東雲ふれあい親子館　 44-3723

　甲州市児童センターは、全部で3館あります。
どの施設も申し込みなしで自由に利用できます
ので、広いスペースで楽しく遊びましょう！
　詳細については各館にお問い合わせください。

★年間通してお誕生日イベント開催！
★親子遊びでは、簡単な工作もできます。
★イベント情報は、お便りでご確認ください。

開　　館　　日　月～金曜日
開　館　時　間　午前9時30分～午後1時30分
利用できる方　未就学児と保護者

児
童
セ
ン
タ
ー
に

遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
？

障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談

 

「
こ
れ
っ
て
障
害
者
差
別
で
は
？
」「
障
害

者
の
方
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る
べ

き
か
？
」な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
専

門
の
相
談
員
を
配
置
し
て
お
り
、助
言
や

情
報
提
供
、関
係
者
間
の
調
整
な
ど
を
実

施
し
ま
す
。

 

福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５

℻
20
‐
６
１
６
７

要
予
約
・
無 

料

あ
ん
し
ん
相
談

 

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
た
、
無
口
に

な
っ
た
、会
社
や
学
校
に
行
け
な
い
、家

族
関
係
や
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

い
な
ど
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
中
心
と
し

た
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

随
時

 

午
前
９
時
～
午
後
４
時

 

来
所
を
基
本
と
し
ま
す
が
、ご
事
情
に
よ

り
訪
問
等
の
対
応
も
行
い
ま
す
。
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

● 

そ
の
他
　
保
健
師
、社
会
福
祉
士
、精
神

保
健
福
祉
士
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に
よ

り
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、必
要
と
判
断
さ

れ
た
場
合
に
は
精
神
科
医
師
の
対
応
も

可
能
で
す
。

※ 

精
神
科
等
の
医
療
機
関
の
紹
介
を
目
的

と
し
た
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５

℻
20
‐
６
１
６
７

要
申
込
・
無 

料

明
治
の
鉄
道
遺
産「
大
日
影
ト
ン
ネ
ル
」

を
巡
る
フ
ッ
ト
パ
ス

 

明
治
36
年
開
通
の
中
央
線
の
当
時
の
遺

構
を
多
く
残
す「
大
日
影
ト
ン
ネ
ル
」を

一
緒
に
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

 

４
月
８
日（
月
）※
雨
天
中
止

 

午
前
９
時
～
正
午

（
受
付
　
午
前
８
時
30
分
～
９
時
）

 

J
A
フ
ル
ー
ツ
山
梨
農
業
協
同
組
合
　

菱
山
共
撰
所

● 

定
員
　
20
名

※ 

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

 

N
P
O
法
人
甲
州
市

　 

観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会

☎
０
８
０
‐
５
３
８
９
‐
１
５
０
３（
藤
田
）

講
座
・
教
室

母
の
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画

「
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
」

 

母
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
テ
ー
マ
に
、生

花
や
花
材
を
使
っ
た
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン

ジ
メ
ン
ト
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

 

５
月
11
日（
土
）

 

午
前
10
時
30
分
～
正
午

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

１
階 

音
楽
室

● 

定
員
　
12
名（
先
着
）

● 

講
師
　
井
之
上
　
和
子
氏

（
ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
‐
ｉ
ｎ
ｏ
）

 

花
切
り
用
は
さ
み
、持
ち
帰
り
用
の
袋
な

ど

要
予
約
・
無 

料

相
続
登
記
の
無
料
相
談
会

 

司
法
書
士
が
、
相
続
や
会
社
関
係
の
登

記
、土
地・建
物
の
名
義
変
更
、遺
言
、成

年
後
見
等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

４
月
12
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

 

街
の
駅
や
ま
な
し

※ 

相
談
時
間
は
１
組
に
つ
き
40
分
以
内

※ 

書
類
の
作
成
指
導
は
行
い
ま
せ
ん
。

※ 

初
め
て
の
ご
相
談
に
限
り
ま
す
。

 

山
梨
県
司
法
書
士
会 

相
続
登
記
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
‐
２
５
３
‐
２
３
７
６

イ
ベ
ン
ト

要
申
込
・
無 

料

宮
光
園
コ
ン
サ
ー
ト

 

世
界
で
活
躍
す
る
甲
州
市
出
身
の
音
楽

家・
日
原
史
絵
氏
が
所
属
す
る「Les3
　

parfum
s Trio

」を
招
き
、箏
と
二
胡
に

よ
る
演
奏
会
を
開
催
し
ま
す
。

 

４
月
12
日（
金
）

 

午
後
６
時
30
分
～（
午
後
６
時
開
場
）

 

宮
光
園 

白
蔵

● 

定
員
　
30
名（
先
着
順
）

 

４
月
10
日（
水
）ま
で
に
電
話
で
氏
名
、連

絡
先
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

生
涯
学
習
課 

文
化
財
担
当

☎
32
‐
５
０
７
６

 

１
，０
０
０
円（
当
日
徴
収
）

 

市
内
在
住
、在
勤
者

（
小
学
３
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

 

４
月
５
日（
金
）～
14
日（
日
）ま
で
に

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム
、電
話
、市
民
文
化

会
館
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
月
曜・
休
館
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

陶
芸
教
室

～
心
を
込
め
て
造
る
酒
器
づ
く
り
～

 

陶
芸
家
を
講
師
に
迎
え
、食
卓
に
彩
り
を

添
え
る
特
製
酒
器
を
つ
く
り
ま
す
。（
作

品
は
ソ
ー
ス
入
れ
に
も
な
り
ま
す
。）初

心
者
の
方
で
も
安
心
し
て
陶
芸
の
世
界

を
体
験
で
き
ま
す
。

※ 

作
品
は
約
２
ヵ
月
後
、市
民
文
化
会
館
で

引
き
渡
し
予
定
で
す
。

申
込
不
要
・
無 

料

甲
州
テ
ニ
ス
フ
ェ
ス
タ

 

初
心
者
や
久
し
ぶ
り
の
方
、お
子
様
も
楽

し
め
ま
す
。
少
し
の
時
間
で
も
途
中
参

加
で
も
O
K
。
試
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

 

テ
ニ
ス
コ
ー
チ
に
よ
る
無
料
レ
ッ
ス
ン

 

サ
ー
ビ
ス
や
ス
ト
ロ
ー
ク
に
よ
る
的
あ

て
ゲ
ー
ム（
豪
華
賞
品
あ
り
！
）

 

甲
州
市
代
表
選
手
に
挑
戦

 

フ
リ
ー
ラ
リ
ー

 

４
月
14
日（
日
）

 

午
前
９
時
～
正
午

 

塩
山
テ
ニ
ス
場

● 

主
催
　
甲
州
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

テ
ニ
ス
部

● 

後
援
　
甲
州
市
教
育
委
員
会

 

生
涯
学
習
課 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当

☎
32
‐
５
０
９
８

勝
沼
ワ
イ
ン
映
画
祭
2
0
2
4

 

「
チ
ー
ム・
ジ
ン
バ
ブ
エ
の
ソ
ム
リ
エ
た

ち
」を
上
映
し
ま
す
。

 

４
月
20
日（
土
）

 

午
後
２
時（
開
場
　
午
後
１
時
30
分
）

※ 
午
後
４
時
30
分
か
ら
交
流
ワ
イ
ン
パ
ー

テ
ィ
ー
を
行
い
ま
す
。

 
勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

 

前
売
券 
5
，0
0
0
円

　 

当
日
券 
5
，5
0
0
円

● 

定
員
　
2
0
0
名

※ 

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

甲
州
市
勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘

　 

☎
44
‐
2
1
1
1

 

５
月
18
日（
土
）

 

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

１
階
　

ロ
ビ
ー・ホ
ワ
イ
エ

● 

定
員
　
20
名（
先
着
）

● 

講
師
　
柏
原
　
由
和
氏（
陶
芸
家
）

 

ド
ラ
イ
ヤ
ー
、エ
プ
ロ
ン
ま
た
は
汚
れ
て

も
良
い
服
装

 

５
０
０
円（
当
日
徴
収
）

※ 

１
家
族
に
つ
き
２
つ
ま
で
の
受
付
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

市
内
在
住
、在
勤
者

（
小
学
３
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

 

４
月
10
日（
水
）～
24
日（
水
）ま
で
に

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム
、電
話
、市
民
文
化

会
館
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
月
曜・
休
館
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

機
械
除
草
安
全
講
習
会

 

飛
び
石
が
発
生
し
に
く
い
両
回
転
刃
を

使
用
し
た
機
械
除
草
講
習
会
を
実
施
し

ま
す
。

 

４
月
23
日（
火
）

 

午
後
２
時
～
４
時

 

塩
山
ふ
れ
あ
い
の
森
総
合
公
園

（
塩
山
ふ
れ
あ
い
館
集
合
）

 

公
益
社
団
法
人
東
山
梨
地
区
広
域
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員
な
ら
び
に
甲

州
市・
山
梨
市
在
住
で
講
習
会
を
受
講

し
、本
セ
ン
タ
ー
の
会
員
登
録
を
希
望
す

第
15
回
え
ん
ざ
ん

ま
ち
な
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

 

地
元
商
店
協
賛
、塩
山
街
中
商
店
街
を
歩

い
て
ス
タ
ン
プ
を
集
め
な
が
ら
、地
元
の

商
店
の
魅
力
を
発
見
し
ま
し
ょ
う
。

 

４
月
20
日（
土
）

※ 

雨
天
決
行

 

午
前
９
時
～
午
後
２
時

 

塩
山
街
中
商
店
街

※ 

当
日
旗
が
立
っ
て
い
る
お
店
が
目
印
で

す
。

※ 

お
好
き
な
ス
タ
ン
プ
ポ
イ
ン
ト
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
て
ス
タ
ン
プ
を
集
め
て
く
だ

さ
い
。

 

え
ん
ざ
ん
ま
ち
な
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

実
行
委
員
会

☎
０
９
０
‐
３
２
２
５
‐
３
０
４
０（
駒
井
）

る
60
歳
以
上
の
方

● 

服
装

長
袖
、長
ズ
ボ
ン
、帽
子
、手
袋
等
、除
草

作
業
に
適
し
た
服
装

 

４
月
16
日（
火
）ま
で
に
電
話
で
お
申
し

込
み
下
さ
い
。

（
土
日・
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後

５
時
）

 

公
益
社
団
法
人
東
山
梨
地
区
広
域
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
　
塩
山
事
務
所

☎
32
‐
４
１
１
０

塩
山
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

無
料
お
試
し
水
泳
教
室

 

全
身
運
動
に
よ
る
身
体
の
発
育
促
進
と

健
康
増
進
。
１
人
１
回
ま
で
無
料
で
受

講
で
き
ま
す
。

 

幼
児（
４
～
６
歳
）、小
学
生

 

４
月
２
日（
火
）～
13
日（
土
）

※ 

日
と
月
は
除
く
。

● 

幼
児

 

火
曜
日 

 

午
後
４
時
５
分
～
５
時
15
分

 

木
曜
日 

 

午
後
４
時
５
分
～
５
時
15
分

 

土
曜
日 

 

午
前
９
時
50
分
～
11
時
５
分

● 

小
学
生

 

火
曜
日 

 

午
後
５
時
５
分
～
６
時
15
分

 

水
曜
日 

 

午
後
４
時
５
分
～
５
時
15
分

　 

　
　
　 

 

午
後
５
時
５
分
～
６
時
15
分

 

木
曜
日 

 

午
後
５
時
５
分
～
６
時
15
分

 

金
曜
日 

 

午
後
４
時
５
分
～
５
時
15
分

　 

　
　
　 

 

午
後
５
時
５
分
～
６
時
15
分

 

土
曜
日 

 

午
前
９
時
50
分
～
11
時
５
分

※ 

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

塩
山
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

☎
32
‐
１
５
９
６

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相

　談

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

相

　談

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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☎22-0110日下部警察署 INFORMATION

Y A M A N A S H I  P O L I C E

か
き
す

け ホームページ https://www.lib-koshu.jp/

　農業委員会では、直近1年間に賃貸借された農地の賃貸借料の水準を毎年度公表してい
ます。令和5年1月から令和5年12月までに締結された農地の賃貸借料の水準は、以下のと
おりとなっております。今後の貸借料設定の際の目安としてご活用ください。

※データの無い箇所は、賃貸借契約が無かった地域です。類似地域等を参考にしてください。
※使用貸借(無償)のもの、借料の平均値±(平均値×70％ )を超えるものは除かれています。

品種等／地域名

塩山 勝沼 大　和
平坦地 中山間地 平坦地 中山間地

全　域塩　山
奥野田
松　里

玉　宮
大　藤
神　金

勝　沼
岩　崎
東　雲

深　沢
藤　井
菱　山

ぶどう

平均値 25,133 17,272 29,216 15,695 -
最大値 45,249 27,586 56,625 34,682 -
最小値 9,337 7,085 10,845 10,406 -

データ数 48 4 64 15 -

もも

平均値 28,553 18,973 27,885 12,316 -
最大値 47,664 30,000 38,766 13,793 -
最小値 10,010 8,873 14,111 10,101 -

データ数 60 11 32 5 -

すもも

平均値 25,076 5,145 - - -
最大値 35,052 12,048 - - -
最小値 15,949 3,995 - - -

データ数 4 7 - - -

さくらんぼ

平均値 18,508 - - - -
最大値 22,564 - - - -
最小値 10,395 - - - -

データ数 3 - - - -

かき

平均値 30,681 - - - -
最大値 43,571 - - - -
最小値 13,158 - - - -

データ数 7 - - - -

野菜

平均値 5,545 - - - -
最大値 5,545 - - - -
最小値 5,545 - - - -

データ数 1 - - - -

（10アール当たり／年額） 単位：円
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警察官採用のお知らせ
令和６年度山梨県警察官採用試験を実施します。

春季試験（第1回目）／警察官A（令和7年4月採用）　
採用予定人員	 男性32名程度／女性9名程度
	 情報技術3名程度
受付期間	 3月12日（火）〜4月15日（月）
	 ※電子申請のみ
第1次試験日	 5月12日（日）

秋季試験（第2回目）
警察官A（令和7年4月採用）
採用予定人員	 男性6名程度／女性2名程度／
警察官B（令和7年4月採用）
採用予定人員	 男性14名程度／女性6名程度
受付期間	 7月22日（月）〜8月23日（金）
	 ※電子申請のみ
第1次試験日　9月22日（日・祝）

試験に関する問い合わせ・試験案内請求先
日下部警察署 警務課 採用試験担当　☎22-0110㈹／採用専用フリーダイヤル　☎0120-314-874

新入学児童等の犯罪被害防止は「イカのおすし」
イ カ・・・「行かない」 の ・・・「乗らない」 お ・・・「大声で叫ぶ」
す ・・・「すぐ逃げる」 し ・・・「知らせる」

(例)4,000円、20,000円、25,000円、30,000円、50,000円の5件の場合、合計129,000円 平均値25,800円 
25,800円×1.7＝43,860円（＋平均値70％ )より高く25,800円×0.3＝7,740円(－平均値70％ )より低
い金額のものは除いて、20,000円、25,000円、30,000円の３件の合計75,000円が計算対象となり、平均値
25,000円、最大値30,000円、最小値20,000円、件数3件となります。
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ふじ君安心メールにご登録を！
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〈日　時〉　4月27日（土）～6月末

〈会　場〉　大和ふるさと会館ロビー
 大和図書館
今回は、黒澤明監督映画『影武者』の複製画を中心に
展示を行います。迫力のある複製画をぜひご覧く
ださい。
4月28日（日）の勝頼公まつりでも展示を行う予定
です。※変更になる場合もございます。

大和図書館 武田勝頼公図書展

黒澤明『影武者』の世界〜信玄・勝頼のすれ違い〜

〈期　間〉　4月7日（日）まで

甘草屋敷子ども図書館 企画展示 開催中

『絵本作家 武田美穂 どーんちーんかーん 原画展』

お庭をまわって、絵本を読もう！【要申込】
〈日　時〉 5月12日（日）

〈会　場〉 甘草屋敷子ども図書館
◇午前の部  午前10時～

　「パークライブラリーお話会」
　「おはなし父さん」のお話会
◇午後の部　午後1時30分～

　ワークショップ「紙コプター」を作ります。

甘草屋敷子ども図書館
春のパークライブラリー

図書館資料の充実と利用者サービス向上のため、図
書館の雑誌購入代金を負担していただくことで、最
新号のカバーと雑誌書架および図書館HPへ広告表
示ができ利用者にPRできる制度です。
＊詳しくは甲州市立図書館ホームページをご覧く
ださい。
https://www.lib-koshu.jp/sponsor/

図書館雑誌スポンサー制度について
図書館の雑誌オーナーになりませんか？

塩山図書館・甘草屋敷子ども図書館 蔵書点検のお知らせ
蔵書点検・館内整備のため上記の期間、休館します。ご不便おかけしますが、ご理解・ご協力お願いします。なお、
勝沼図書館および大和図書館は通常通り開館しています。

〈期　間〉　4月8日（月）～19日（金）

《塩山図書館》
〈日　時〉　4月27日（土）・28日（日）・29日（月・祝）

 各日午前10時～午後4時

〈会　場〉　塩山図書館入口

《勝沼図書館》
〈日　時〉　5月3日（金・祝）・４日（土・祝）・５日（日・祝）

 各日午前10時～午後4時30分

〈会　場〉　勝沼図書館前テント

ブックリサイクル活動

それぞれ、当日時間内にお越しください。

《お願い》
不要になった本（週刊誌・雑誌・マンガ雑誌は除く）
がありましたら、事前に勝沼図書館までご連絡くだ
さい。

『利用照会※画①』のページから利用者カードの
バーコードを表示できるようになりました。カー
ドレスとして貸出等に使用できます。

『利用照会※画②』
※甲州市の図書館で利用者カードを作成しておく

必要があります。
※パスワードの登録は、ホームページからご自身で

設定できます。パスワードは、利用される方自身
で管理をお願いいたします。

★スクショ等の機能で画面を撮る行為は個人情報
保護と他者によるカードの不正使用を防ぐため
お控えください。

甲州市立図書館 新ホームページ
「利用者バーコード」表示機能のお知らせ

利用照会※画①

丸枠部分をクリック

利用照会※画②
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人口と世帯

選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業98年昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00
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　進学や就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、性暴力被害に遭うリスクが高まる時期であることから、
4月を「若年層の性暴力被害予防月間」としています。

（内閣府男女共同参画局）

　令和4年4月1日から、民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなりました。これにより、
18歳になると一人で有効な契約をすることが可能となり、未成年であることを理由とした契約の取り消しができな
くなります。
　こうした中で、性的な行為の撮影をするという認識がないままモデル等の名目で契約し、性的な映像の撮影を強要
される、いわゆるAV出演強要問題など、若年層の性暴力被害の深刻化が懸念され、より注意が必要になっています。

18歳になったら契約は慎重に！

• 性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センター　☎#8891（はやくワンストップ）
• 性犯罪被害者相談　☎♯8103（ハートさん）
• 警察相談専用電話　☎♯9110
• 女性の人権ホットライン（法務局）　☎0570-070-810

ひとりで悩まず相談を

 市民課 市民協働推進担当　☎32-5583

ご存知ですか？
4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です。


